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入 札 説 明 書

岡山大学（鹿田他）特殊建築物等定期調査業務

資 料 一 覧

１．入札説明書（確認資料書式を含む）

２．請負契約書（案）

３．競争加入者心得・役務請負契約基準

４．特殊建築物等定期調査業務特記仕様書

平成２９年１０月２０日

国立大学法人岡山大学
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入 札 説 明 書

岡山大学（鹿田他）特殊建築物等定期調査業務に係る入札公告に基づく一般競争入札に

ついては，関係法令に定めるもののほか，この入札説明書によるものとする。

１．公告日 平成２９年１０月２０日

２．契約担当官等

国立大学法人岡山大学 学長 槇野博史

３．業務概要等

（１） 業 務 名 岡山大学（鹿田他）特殊建築物等定期調査業務

（２） 業務場所 岡山県岡山市北区津島中三丁目１番１号 岡山大学津島団地構内

岡山県岡山市北区津島福居二丁目１０番４号 岡山大学津島団地構内

岡山県岡山市北区津島桑の木町６番１号 岡山大学津島団地構内

岡山県岡山市北区津島桑の木町６番２号 岡山大学津島団地構内

岡山県岡山市北区鹿田町二丁目５番１号 岡山大学鹿田団地構内

岡山県岡山市中区東山二丁目１３番８０号 岡山大学東山団地構内

岡山県倉敷市中央二丁目２０番１号 岡山大学倉敷団地構内

鳥取県東伯郡三朝町山田８２７ 岡山大学三朝団地構内

岡山県岡山市中区平井三丁目９１４ 岡山大学平井団地構内

岡山県岡山市北区日応寺 岡山大学津高団地構内

（３） 業務概要 建築基準法第１２条第１項に準ずる特殊建築物等の定期調査

詳細は仕様書のとおり

（４） 完了期限 平成３０年 ３月２８日（水）まで

（５） 本業務は，競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格

確認資料（以下「確認資料」という。）の提出並びに入札等を電子入札システムにより行

う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ（http:/portal.ebid.mext.go.jp/）
の電子入札システムにより，文部科学省電子入札の利用規定及び運用基準に基づき

行う。なお，電子入札システムにより難いものは，岡山大学長に承諾願（別紙様式

１）を提出し承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

４．競争参加資格

（１） 国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程（以下「契約規程」という。）第６条及び

第７条の規定に該当しない者であること。

なお，未成年者，被保佐人又は被補助人であって，契約締結のために必要な同意

を得ている者は，同第６条中特別の理由がある場合に該当する。

（２） 文部科学省における平成２９・３０年度の設計・コンサルティング業務の一般競

争参加資格において，業種区分で「建築関係設計・施工管理業務」又は「その他の

コンサルティング業務」の認定を受けている者，又は国の競争参加資格（全省庁統

一資格）において平成２９年度に中国地域の「役務の提供等」の「Ａ」，「Ｂ」又は

「Ｃ」等級に格付けされている者であること（会社更生法（平成 14 年 法律第 154
号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年

法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については，手続

開始の決定後に文部科学省が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定

を受けていること。）。

（３） 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けた者を除

く。）でないこと。

（４） 平成１９年度以降に元請として業務が完了した，建築基準法第１２条第１項及び同

法第１２条第２項に基づく特殊建築物等の定期調査報告業務の実績を有すること
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（共同企業体の構成員としての実績は，出資比率が２０％以上の場合のものに限

る。）。

（５） 次に掲げる基準を満たす業務者を当該業務に配置できること。

① １級建築士，２級建築士，建築物調査員又は特定建築物調査員資格者講習を修了

した者のいずれかの資格を有する者であること。

② 平成１９年度以降に上記（４）に掲げる業務の経験を有する者であること。

③ 直接かつ恒常的な雇用関係がある者であること。

（６） 経営状況が健全であること。

（７） 不正又は不誠実な行為がないこと。

（８） 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に，国立大学法人岡山大

学から取引停止又は文部科学省から「設計・コンサルティング業務の請負契約に係

る指名停止等の取扱いについて」（平成１８年１月２０日付け１７文科施第３４６号

文教施設企画部長通知）に基づく指名停止を受けていないこと。

（９） 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

（10） 岡山県又は広島県内に本店，支店又は営業所が所在すること。

（11） 警察当局から，暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるも

のとして，文部科学省発注工事等からの排除要請があり，当該状態が継続している

者でないこと。

① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは，「有資格業者である個人

若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその

経営に実質的に関与している有資格業者」とし，その判断は警察当局にて行うも

のとする。

なお、「暴力団員」とは，暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴

力団員を，「役員等」とは，有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営

業所（常時，請負契約を締結する事務所をいう。）を代表するもので役員以外の者

をいう。

② 「これに準ずるもの」とは，次の者をいうものとし，その判断は警察当局にて行

うものとする。

（イ）有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が，自己，自社若しくは第

三者の不正の利益を図る目的，又は第三者に損害を加える目的をもって，暴

力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。

（ロ）有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が，暴力団員に対して，資

金等を供給し，又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維

持，運営に協力し，若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。

（ハ）有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が，暴力団員と社会的に非

難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。

（ニ）有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が，暴力団員であることを

知りながら，これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業

者。

③ 「当該状態が継続している者」については，該当事実の確認回数で判断するので

はなく，実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし，その判断

は警察当局で行うものとする。

５．担当部局

〒７００－８５３０ 岡山市北区津島中一丁目１番１号

国立大学法人岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当

電話番号０８６－２５１－７１２３

ＦＡＸ ０８６－２５１－７１２８

E-mail sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp

６．競争参加申請等
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（１） 本競争の参加希望者は，上記４に掲げる競争参加資格を有することを証明するた

め，次に掲げるところに従い，申請書及び確認資料を提出しなければならない。

なお，期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がない

と認められた者は，本競争に参加することができない。

① 提出期間：平成２９年１０月２３日（月）から平成２９年１１月 ７日（火）まで

② 提出場所：上記５に同じ

③ 提出方法：電子入札システムにより提出すること。（運用時間をポータルサイト

にて確認すること。）

これにより難いものは、提出場所に持参すること。（上記①の期間の

土曜日、日曜日及び祝日を除く９時から１７時。）

④ 提出様式： http://www.okayama-u.ac.jp/user/shisetsu/tender.html にて MS-Word
ファイルを入手可。

（２） 申請書は、別記様式１により作成すること。

（３） 確認資料は、次に掲げるところに従い作成すること。

なお、①の同種業務の実施実績及び②１）の配置予定業務者の同種業務の経験に

ついては、平成１９年度以降かつ申請書及び確認資料の提出期限の日までに業務が

完了したものに限り記載すること。

① 実施実績（別記様式２）

上記４（４）に掲げる資格があることを判断できる同種業務の実施実績を別記

様式２に記載すること。記載する同種業務の実施実績の件数は１件でよい。

② 配置予定の業務者（別記様式３）

配置予定業務者の資格・同種業務の実施経験

上記４（５）に掲げる資格があることを判断できる配置予定の業務者の資格、

同種の業務の経験及び申請時における他業務の従事状況等を別記様式３に記載

すること。記載する同種の業務の経験の件数は１件でよい。資格については、

免許等の写しを添付すること。なお，配置予定の業務者として複数の候補業務

者の資格、同種の業務の経験及び申請時における他業務の従事状況等を記載す

ることもできる。

また、同一の業務者を重複して複数業務の配置予定の業務者とする場合にお

いて、他の業務を落札したことにより配置予定の業務者を配置することができ

なくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申

請書の取下げを行うこと。

他の業務を落札したことにより配置予定の業務者を配置することができない

にもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止

を行うことがある。

③ 契約書等の写し

①及び②の同種業務の実施実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出

すること。また，記載した事項の内容が判断できる平面図等の資料も併せて提出

すること。

④ 一般競争参加資格認定通知書等の写し

文部科学省における一般競争（指名競争）参加資格認定通知書（平成２９・３０

年度）又は資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを添付すること。

⑤ 緊急時の施工体制（別記様式４）

岡山県又は広島県に所在する本店、支店及び業務者が常駐している拠点を記載す

ること。

⑥ 事故及び不誠実な行為（別記様式５）

中国地区において、文部科学省から指名停止措置要領に基づく指名停止を受け

たもの及び岡山県又は広島県を区域に含む営業停止を受けたもので、本工事の開

札の日を基準として、指名停止要領に基づく指名停止の期間終了後６ケ月以内の

ものを全て記載すること。また、通知書の写しを全て添付すること。

（４）競争参加資格確認資料のヒアリング

競争参加資格確認資料のヒアリングについては、実施しない。
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（５）競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、

その結果は平成２９年１１月１６日までに電子入札システム（紙により申請した場合

は、紙）により通知する。

（６）その他

① 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

② 学長は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者

に無断で使用しない。

③ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。

④ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。

⑤ 申請書及び確認資料に関する問い合わせ先 上記５に同じ

⑥ 電子入札システムにより申請書及び確認資料を提出する場合、アプリケーショ

ンソフト及び保存するファイルの形式は次のいずれかとする。ただし、当該ファ

イルの保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないものとする。

使用アプリケーション 保存するファイル形式

一太郎 一太郎 2007 形式以下での保存

Microsoft Word Word2007 形式以下での保存

Microsoft Excel Excel2007 形式以下での保存

その他のアプリケーション PDF ファイル（Acrobat5 以降で作成のもの）

画像ファイル（JPEG 形式又は GIF 形式）

上記に加え特別に認めたファイル形式

申請書類は、３つ以内のファイルにまとめ添付して送信すること。容量は３ファ

イル合計１０ＭＢ以内に納めること。（圧縮することにより容量以内に納まる場合は

ＬＺＨ形式又はＺＩＰ形式により圧縮（自己解凍方式は認めない。）して送付するこ

と。）

なお、競争参加資格確認申請書（別記様式１）については、代表者印を押印した

ものを PDF ファイル等に変換して添付すること。

圧縮してもファイル容量が１０ＭＢ以内に納まらない場合は、競争参加資格確認

申請書（別記様式１）のみ電子入札システムで提出し、書面により、申請書及び確

認資料の提出期限日までに持参すること。

ただし、持参する場合は，持参する資料の種類を記載した書類（様式自由）を電

子入札システムで提出すること。

７．入札説明書に対する質問

（１）この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。

①提出期間：平成２９年１０月２３日（月）から平成２９年１１月２０日（月）まで

上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く９時から１７時。

②提 出 先：上記５に同じ。

③提出方法：書面（様式自由）により提出場所に持参又は郵送（書留郵便等配達の

記録が残る方法に限る。）すること。ただし、郵送の場合は提出期限まで

に必着のこと。

なお、施設企画課総務・契約担当(sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp)宛
への電子メールでの質疑書（要押印）の送信も可能とするが、この場合

も上記期限までに、必ず書面で提出すること。

（２） （１）の質問に対する回答書は次のとおり岡山大学ホームページ（http://www.
okayama-u.ac.jp/tp/profile/tender.html）により閲覧に供する。

①期間 ：平成２９年１１月２２日（水）から平成２９年１１月２７日（月）まで

②電子入札システムによる閲覧が不可能な場合：



- 6 -

（イ）閲覧場所：上記５に同じ。

（ロ）閲覧期間：上記①の期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く９時から１７時ま

で。

８．入札及び開札の日時及び場所等

（１）入札書提出期限：平成２９年１１月２４日（金） ９時から

平成２９年１１月２７日（月）１１時まで。

（２）持参による提出場所：上記５に同じ。

（３）開札日時：平成２９年１１月２８日（火） １４時００分

（４）開札場所：〒７００－８５３０ 岡山市北区津島中一丁目１番１号

国立大学法人岡山大学本部棟３階入札室

（５）その他 ：紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、学長により競争参加資

格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。

９．入札方法等

（１）入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、学長の承諾を得た場合

は、持参すること。郵送又は電送（ファクシミリ）による入札は認めない。

（２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０

８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

（３）入札執行回数は、原則として２回を限度とする。

10．入札保証金及び契約保証金

（１）入札保証金 免除

（２）契約保証金 免除

11 ．開札

開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち

会わせて行う。

ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開

札時に立ち会うこと。

１回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった

場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。

12．入札の無効

入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び確認資料に虚偽の

記載をした者のした入札並びに別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関す

る条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合に

は落札決定を取り消す。

なお、学長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時におい

て上記４に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。

13．落札者の決定方法

契約規程第１２条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入

札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれ

があると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱

すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制

限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落

札者とすることがある。
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14．契約書作成の要否等

別紙の契約書（案）により、契約書を作成するものとする。

15．支払条件

請負代金は，請求書に基づき１回に支払うものとする。

16．その他

（１）契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

（２）入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書（案）を熟読し、競争加入者心

得を遵守すること。

（３）資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行

うことがある。

（４）提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認し

て入札すること。また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停

止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。

（５）本業務に経常建設共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資

格者として申請を行うことができない。

（６）第１回目の入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時につ

いては、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札

時間から３０分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で

待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、発注者から連絡す

る。

（７）落札となるべき同じ価格の入札をした者が２人以上あるときは、くじへ移行する。

くじの日時については、発注者から連絡する。

（８）入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。

（９）障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。

① システム操作・接続確認等の問合せ先

文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話：050-5546-8368

② ICカードの不具合等発生の問合せ先

取得しているICカードの認証機関

ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場

合は、上記５に連絡すること。
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別紙様式１

紙入札方式参加承諾願

１．業務名 岡 山 大 学 （ 鹿 田 他 ） 特 殊 建 築 物 等 定 期 調 査 業 務

２．電子入札システムでの参加ができない理由（必須）

上記業務は、電子入札対象案件でありますが、今回は当社においては上記
理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、今回に限り
紙入札方式での参加を希望いたします。

国立大学法人岡山大学長 殿

平成 年 月 日

住 所

法人等名

代表者氏名 印
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別記様式１

競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書

平成 年 月 日

国立大学法人岡山大学

学長 槇 野 博 史 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名 印

平成２９年１０月２０日付けで公告のありました岡山大学（鹿田他）特殊建築物等定期

調査業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

なお、国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程第６条及び第７条の規定に該当する者で

ないこと、資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと（資

本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除

く）、及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記

１．入札説明書 記６（３）①に定める実施実績を記載した書面

２．入札説明書 記６（３）②に定める配置予定の業務者の資格等を記載した書面

４．入札説明書 記６（３）③に定める契約書等の写し

５．入札説明書 記６（３）④に定める一般競争参加資格認定通知書等の写し

６．入札説明書 記６（３）⑤に定める緊急時の施工体制を記載した書面

７．入札説明書 記６（３）⑥に定める法令遵守の状況について記載した書面及び資料

注） 紙入札方式を希望する者は、申請書に返信用封筒（表に申請書の住所及

び商号又は名称を記載し簡易書留料金を加えた所定の料金（４０２円）に

相当する切手をはった長３号封筒とする。）を添えて提出すること。
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別記様式２

同 種 業 務 の 実 施 実 績

会社名

平成１９年度以降に元請として業務が完了した、建築基準

法第１２条第１項及び同法第１２条第２項に基づく特殊建築

同種業務の判断基準 物等の定期調査報告業務の実績を有すること。（共同企業体の

構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに

限る。）。

業 務 名

業

発 注 機 関 名

務

業 務 場 所 （都道府県・市町村名）

名

契 約 金 額

称

業 務 期 間 平成 年 月 日～平成 年 月 日

等

受 注 形 態 単体／共同企業体（出資比率 ％）

建 物 用 途

業

構 造 ・ 階 数

務

建 物 規 模 （㎡）

概

業 務 内 容 （業務内容を記載する。）

要

注）同種業務の実施実績については、平成１９年度以降かつ申請書及び確認資料の提出期限の

日までに業務が完了したものに限り記載すること。

また、併せて業務の実施実績として記載した業務に係る契約書及び記載した業務の内容

が判断できる資料の写しを提出すること。
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別記様式３

配置予定業務者の資格・業務経験

会社名

１）配置予定業務者の資格・業務経験

配置予定業務者の従事役職・氏名 業務責任者 ○○ ○○

法令による資格・免許
（例）一級建築士（取得年）

平成１９年度以降に元請として業務が完了した、
同種業務の判断基準 建築基準法第１２条第１項及び同法第１２条第２項

に基づく特殊建築物等の定期調査報告業務の実績を
有すること。

業 務 名

発注機関名

業 務 場 所 （都道府県・市町村名）

契 約 金 額

業務の経験 業 務 期 間 平成 年 月 日～平成 年 月 日

の概要 従 事 役 職

建 物 用 途

構造・階数

建 物 規 模 （㎡）

業 務 内 容

業 務 名

発注機関名
申請時に
おける他 業 務 期 間 平成 年 月 日～平成 年 月 日
業務の従
事状況等 従 事 役 職

本業務と重複する
場合の対応措置

注）法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付

すること。

注）配置予定業務者の同種業務の経験については、平成１９年度以降かつ申請書及び確認資料

の提出期限の日までに業務が完了したものに限り記載すること。

また、併せて業務の実施経験として記載した業務に係る契約書及び当該業務者が従事した

ことを判断できる資料及び記載した業務の内容が判断できる資料の写しを提出すること。

注）申請時における他業務の従事状況は，従事しているすべての業務について，本業務を

落札した場合の業務者の配置予定等を記入すること。
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別記様式４

緊急時での施工体制

業務名：岡山大学（鹿田他）特殊建築物等定期調査業務

会社名

岡山県又は広島県に所在する本店、支店及び業務者が常駐している拠点を記載すること。

営業所等氏名 郵便番号 所在地 本店・支店等の区分

（該当に○印）

・本店

・支店

・営業所

・その他

・本店

・支店

・営業所

・その他

・本店

・支店

・営業所

・その他

（記載例）

営業所等氏名 郵便番号 所在地 本店・支店等の区分

（該当に○印）

株式会社○○○○ 000-0000 ○○県○○市○○町○－○－ ・本店

△△支店 ○ ○・支店

・営業所

・その他
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別記様式５

事故及び不誠実な行為

会社名

１．営業停止

岡山県又は広島県を区域に含む営業停止措置のうち、本業務の開札日から起算して６

ケ月以内に期間が終了したものを全て記載すること。

措置を行った機関 営 業 停 止 の 期 間

（記載例） （記載例）

国土交通中国地方整備局 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日（ ケ月）

注１）営業停止の通知の写しを添付すること。

注 2）措置を受けていない場合には、その旨を記入の上、提出すること。

２．指名停止

中国地区において、文部科学省から受けた指名停止措置のうち、本業務の開札日から

起算して６ケ月以内に期間が終了したものを全て記載すること。

指 名 停 止 の 期 間

（記載例）

平成 年 月 日 から 平成 年 月 日（ ケ月）

注１）指名停止の通知の写しを添付すること。

注 2）措置を受けていない場合には、その旨を記入の上、提出すること。



請 負 契 約 書（案）

請負の表示 岡山大学（鹿田他）特殊建築物等定期調査業務

請負代金額 金 ， ， 円也
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 ， ， 円也）

ただし，消費税及び地方消費税額は，消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに
地方税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づき，請負代金に１０８分の８
を乗じて得た額である。

発注者 国立大学法人岡山大学 学長 槇野博史 と、受注者
との間において，上記の業務（以下「業務」という。）について，上記の請負代金額で，次の条項によって
請負契約を締結し，信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

第 １ 条 受注者は，別冊の仕様書に基づいて，業務を完了するものとする。
第 ２ 条 業務は，岡山県岡山市北区津島中三丁目１番１号 岡山大学構内，岡山県岡山市北区津島福居

二丁目１０番４号 岡山大学構内，岡山県岡山市北区津島桑の木町６番１号 岡山大学構内，岡
山県岡山市北区津島桑の木町６番２号 岡山大学構内，岡山県岡山市北区鹿田町二丁目５番１号
岡山大学構内，岡山県岡山市中区東山二丁目１３番８０号 岡山大学構内，岡山県倉敷市中央

二丁目２０番１号 岡山大学構内，鳥取県東伯郡三朝町山田８２７ 岡山大学構内，岡山県岡山
市中区平井三丁目９１４ 岡山大学構内及び岡山県岡山市北区日応寺 岡山大学構内において実
施する。

第 ３ 条 請負期間は，平成２９年 月 日から平成３０年３月２８日までとする。
第 ４ 条 契約保証金は，免除する。
第 ５ 条 請負代金は，受注者からの適法な請求に基づき１回に支払うものとする。
第 ６ 条 請負代金の請求書は，岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当に送付するものとする。
第 ７ 条 完了通知書は，岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当に送付するものとする。
第 ８ 条 この契約についての一般的約定事項は，国立大学法人岡山大学が定めた別記の役務請負契約基

準によるものとする。
第 ９ 条 この契約に定めのない事項について，これを定める必要がある場合は，発注者と受注者とが協

議して定めるものとする。
第１０条 この契約に関する訴えの管轄は，国立大学法人岡山大学所在地を管轄区域とする岡山地方裁判

所とする。

この証として、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。

平成 年 月 日

発 注 者

岡山市北区津島中一丁目 1番 1号

国立大学法人岡山大学

学 長 槇 野 博 史

受 注 者
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競争加入者心得について

平成２３年１０月 １日

施 設 企 画 部 長 裁 定

（趣旨）

第１ 国立大学法人岡山大学（以下「法人」という。）で発注する工事の請負契約に係る

一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては，国立大学法

人岡山大学会計規則（以下「規則」という。），国立大学法人岡山大学契約事務取扱規

程（以下「規程」という。）その他特別の定めによるほか，この心得の定めるところに

よるものとする。

（競争加入者の資格）

第２ 一般競争又は指名競争に参加しようとする者（以下「競争加入者」という。）は，

第２項及び第３項に該当しない者であって，学長が競争に付するつど別に定める資格を

有するものであること。なお，未成年者，被保佐人又は被補助人であって，契約締結の

ために必要な同意を得ている者は，第２項中，特別の理由がある場合に該当する。

２ 学長は，売買，貸借，請負その他の契約につき一般競争に付するときは，特別の理由

がある場合を除くほか，当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得な

い者を参加させることができない。

３ 学長は，次の各号の一に該当すると認められる者を，その事実があった後２年間一般

競争に参加させないことができる。これを代理人，支配人その他の使用人として使用す

る者についても，また同様とする。

一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし，又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をした者

二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るため

に連合した者

三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

六 前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を，契約の履行に当たり，

代理人，支配人その他の使用人として使用した者

（入札保証金）

第３ 競争加入者は，入札公告，公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこと

とされた場合にあっては，入札書の提出期限までに，その者の見積る入札金額の１００

の５以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し，又は提供しなければなら

ない。
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（入札保証金に代わる担保）

第４ 第３に規定する入札保証金に代わる担保の種類は次に掲げるとおりとする。

一 岡山市内が支払地である銀行保証小切手（銀行を振出人とする持参人払小切手であ

って線引きされていないもの。）

二 法人を被保険者とする入札保証保険

（入札保証金等の納付）

第５ 競争加入者は，入札保証金を国立大学法人岡山大学における入札保証金等取扱要項

（以下「入札保証金等取扱要項」という。）第３条別紙第１号様式の入札保証金納付書

（以下「入札保証金納付書」という。）に添えて，学長に提出しなければならない。

第６ 競争加入者は，第５の規定により，入札保証金及び入札保証金納付書等を提出する

ときは，担当職員の確認を受けたのち，これを封筒に入れ密封し，かつ，その封皮に，

入札保証金が現金であるときはその金額，入札保証金として提供する担保が有価証券等

であるときは有価証券の種類の枚数及び額面額に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏

名（法人等の名称又は商号）を明記するものとする。

第７ 競争加入者は，保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ

場合には，当該契約に係る保険証券を学長に提出しなければならない。

（入札保証金等の還付）

第８ 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は，競争入札が完結し契約の相手方が決定

したときは，契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し，契約の

相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後（契約書を作成しないときは，

契約事項の履行を開始した後）にこれを還付するものとする。

（入札保証金の法人帰属）

第９ 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は，契約の相手方となるべき者が当該契約

を結ばないときは，本学に帰属するものとする。

（入札）

第１０ 競争加入者は，図面，仕様書，現場説明書等を熟覧し現場確認の上，この心得を

熟読し入札しなければならない。この場合において，図面，仕様書，現場説明書等につ

いて疑義があるときは，関係職員の説明を求めることができる。

第１１ 競争加入者は，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法

律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。

２ 競争加入者は，入札に当たっては，競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額

又は入札意志についていかなる相談も行わず，独自に価格を定めなければならない。

３ 競争加入者は，落札者の決定前に，他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示

してはならない。
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（入札辞退）

第１２ 競争加入者のうち，入札を辞退しようとする者は，次の各号に掲げるところによ

り，入札を辞退することができる。

一 入札執行前にあっては，別紙第２号様式の入札辞退届を学長に直接持参又は郵送（入

札執行日の前日までに到達するものに限る。）により提出するものとする。なお，電

子入札システムにより入札を辞退しようとする者は，入札辞退届を入力画面上におい

て作成のうえ提出することができる。

二 入札執行中にあっては，入札辞退届又はその旨を明記した入札書を，学長に直接提

出するものとする。

２ 入札を辞退した者は，これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受け

るものではない。

（代理人）

第１３ 競争加入者又はその代理人は，当該入札に参加する他の競争加入者の代理人とな

ることはできない。

第１４ 競争加入者は，第２第２項及び第３項の規定に該当する者を競争加入者の代理人

とすることはできない。なお，未成年者，被保佐人又は被補助人であって，契約締結の

ために必要な同意を得ている者は，同第２項中，特別の理由がある場合に該当する。

（入札場の自由入退場の禁止）

第１５ 入札場には，競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員（以

下「入札関係職員」という。）及び第２９の立会い職員以外の者は入場することができ

ない。

第１６ 競争加入者又はその代理人は，入札開始時刻以後においては，入札場に入場する

ことができない。

第１７ 競争加入者またはその代理人は，入札場に入場しようとするときは，入札関係職

員に一般競争（指名競争）参加資格認定通知書（一般競争入札の場合に限るものとし，

写真機，複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によること

ができる。）及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に

関する委任状を提示又は提出しなければならない。

第１８ 競争加入者又はその代理人は，学長が特にやむを得ない事情があると認めた場合

のほか，入札場を退場することができない。

第１９ 入札場において，公正な執行を妨げようとした者は，入札場から退去させるもの

とする。

第２０ 入札場において，公正な価格を害し，又は不正の利益を得るために連合した者は，

入札場から退去させるものとする。

（入札書の提出）

第２１ 競争加入者は，別紙第３号様式による入札書を作成し，当該入札書を封筒に入れ

密封し，かつ，その封皮に競争加入者の氏名（法人にあっては，その名称又は商号）及
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び工事名称を表記し，入札公告，公示又は指名通知に示した日時までに，その入札執行

場所に提出しなければならない。なお，電子入札システムにより入札しようとする競争

加入者は，入札書を入力画面上において作成し，入札公告に示した日時までに電子入札

システムにより提出するものとする。

２ 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。競争加入者が連合し若しく

は不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合に

は，入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものと

する。

第２２ 入札書は，書留郵便をもって提出することができる。この場合においては，二重

封筒とし，表封筒に入札書在中の旨を朱書し，中封筒に入札件名及び入札日時を記載し，

学長あての親展で提出しなければならない。

第２３ 第２２の入札書は，入札公告，公示又は指名通知に示した日時までに到達しない

ものは無効とする。

第２４ 代理人が入札する場合は，入札書に競争加入者本人の住所及び氏名（法人の場合

は，その名称又は商号及び代表者の氏名），代理人であることの表示並びに当該代理人

の氏名を記載して押印しておかなければならない。

２ 代理人が電子入札システムにより入札する場合は，代理人による電子署名がされ，有

効な証明書を付さなければならない。

（入札書の記載事項の訂正）

第２５ 競争加入者又はその代理人は，入札書の記載事項を訂正する場合は，当該訂正部

分について押印しておかなければならない。

（入札書の引換え等の禁止）

第２６ 競争加入者は，その提出した入札書の引換え，変更，取消しをすることができな

い。

（競争入札の取りやめ等）

第２７ 学長は，競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正

に執行できない状況にあると認めたときは，当該競争加入者を入札に参加させず，又は

当該入札を延期し，若しくはこれを取りやめることができる。

（無効の入札）

第２８ 次の各号の一に該当する入札書は，これを無効のものとして処理する。

一 一般競争の場合において，公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の

提出した入札書

二 指名競争の場合において，指名をしていない者の提出した入札書

三 請負に付される工事の表示，入札金額の記載のない入札書

四 競争加入者本人の氏名（法人の場合は，その名称又は商号及び代表者の氏名）の記

載及び押印のない又は判然としない入札書（電子入札システムによる場合は，電子証
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明書を取得していない者の提出した入札書）

五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名（法人の場合は，その名称又

は商号及び代表者の氏名），代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載

及び押印のない又は判然としない入札書（記載のない又は判然としない事項が競争加

入者本人の氏名（法人の場合は，その名称又は商号及び代表者の氏名）又は代理人で

あることの表示である場合には，正当な代理であることが代理人委任状その他で確認

されたものを除く。）（電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していな

い者の提出した入札書）

六 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書

七 入札金額の記載が不明確な入札書

八 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書

九 納付した入札保証金の額が入札金額の１００分の５に達しない場合の当該入札書

十 入札公告，公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しな

かった入札書

十一 公正な価格を害し，又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる

者の提出した入札書

十二 その他入札に関する条件に違反した入札書

（開札）

第２９ 開札は，競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合におい

て，競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは，入札執行事務に関係のない職員

を立ち会わせてこれを行う。

（落札者の決定）

第３０ 有効な入札書を提出した者であって，予定価格の制限の範囲内で最低の価格をも

って申込みをした者を契約の相手方とする。ただし，総合評価落札方式の場合について

は，この限りではない。

第３１ 予定価格が２，０００万円を超えるものについては，契約の相手方となるべき者

の申込みに係る価格によっては，その者により当該契約の内容に適合した履行がされな

いおそれがあると認められるときは，予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みを

した他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。

この場合において，当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められ

る申込みをした者は，学長の行う調査に協力しなければならない。

第３２ 予定価格が２，０００万円を超えるものについて，契約の相手方となるべき者と

契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当

であると認められるときは，予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の

者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。

第３３ 第３１及び第３２の規定により契約の相手方を決定したときは，他の入札者に入

札結果を通知する。
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（再度入札）

第３４ 開札をした場合において，競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格

の入札がないときは，再度の入札を行うことがある。ただし，郵送による入札を行った

者がある場合において，直ちに再度の入札を行うことができないときは，学長が指定す

る日時において再度の入札を行う。

（同価格の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定）

第３５ 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは，直ちに，当該入札

者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において，当該入札者のうち出席しな

い者又はくじを引かない者があるときは，入札執行事務に関係のない職員にこれに代わ

ってくじを引かせ，落札者を決定する。

（契約書の作成）

第３６ 契約書を作成する場合においては，落札者は，学長から交付された契約書案に記

名押印し，落札決定の日から７日以内（落札者が遠隔地にある等特別の事情があるとき

は，学長が合理的と認める期間）に契約書の取りかわしを行うものとする。

第３７ 落札者が第３６に定める期間内に契約書を提出しないときは，落札の決定を取り

消すものとする。

（請書等の提出）

第３８ 契約書の作成を要しない場合においては，落札者は，第３６に定める期間内に請

書その他これに準ずる書面を学長に提出しなければならない。ただし，学長がその必要

がないと認めて指示したときは，この限りではない。

（契約保証金の納付等）

第３９ 契約の相手方は，入札公告，公示又は指名通知において契約保証金を納付すべき

こととされた場合にあっては，指定の期日までに契約金額の１００分の１０以上の契約

保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し，又は提供しなければならない。

第４０ 契約の相手方は，契約保証金を別紙第４号様式の契約保証金納付書（以下「契約

保証金納付書」という。）に添えて，学長に納付しなければならない。

第４１ 契約保証金に代わる担保の種類，提供の手続きは，入札保証金等取扱要項による

ものとする。

第４２ 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは，当該担保の

価値は保証金額とし，契約の相手方は，当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添

付して，学長に提出しなければならない。

第４３ 契約の相手方は，保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を結

んだ場合には，当該契約に係る保険証券を学長に提出しなければならない。

第４４ 契約の相手方は，公共工事履行保証証券による保証を付する場合には，当該保証

を証する証券を学長に提出しなければならない。
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（契約保証金の法人帰属）

第４５ 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は，これを納付又は提

供した者が契約上の義務を履行しないときは，本学に帰属するものとする。

（契約保証金の還付）

第４６ 契約保証金又は契約保証金の担保は，契約に基づく給付が完了したときその他契

約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは，これを還付する。

（異議の申立）

第４７ 入札をした者は，入札後，この心得，図面，仕様書，現場説明書等についての不

知又は不明を理由として，異議を申し立てることはできない。

- 8 -

別紙第１号様式

入 札 保 証 金 納 付 書

入札保証金が現金であるときはその金額，入札保証金に代わる担保の場合には，そ

の種類・金額等

〔請負に付される工事名〕

上記工事の請負契約のための競争入札の入札保証金として上記金員を納付します。

この入札保証金は，入札の結果落札した場合において，公告に示された手続をしなか

ったときは，岡山大学に帰属するものであることを了承しました。

平成 年 月 日

国立大学法人岡山大学長 殿

競争加入者

（住 所）

（氏 名） ,
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第２号様式

入 札 辞 退 届

〔 請負に付される工事名 〕

このたび，都合により入札を辞退いたします。

平成 年 月 日

国立大学法人岡山大学長 殿

競争加入者

〔 住 所 〕

〔 氏名，押印 〕
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別紙第３号様式

入 札 書

〔 請負に付される工事名 〕

入札金額 金 円也

工事請負契約基準を熟知し，図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして，

入札に関する条件を承諾の上，上記の金額によって入札します。

平成 年 月 日

国立大学法人岡山大学長 殿

競争加入者

〔 住 所 〕

〔 氏名，押印 〕

備考

(1) 競争加入者が法人の場合は，その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。

(2) 代理人が入札するときは，競争加入者本人の住所及び氏名（法人の場合は，その

名称又は商号及び代表者の氏名），代理人であることの表示並びに当該代理人の氏

名を記載し，かつ，押印すること。
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別紙第４号様式

契 約 保 証 金 納 付 書

契約保証金が現金であるときはその金額，契約保証金に代わる担保の場合には，そ

の種類・金額等

〔請負に付される工事名〕

上記工事の契約保証金として，上記金員を納付します。

この契約保証金は，契約上の義務を履行しないときには，岡山大学に帰属するもので

あることを了承しました。

平成 年 月 日

国立大学法人岡山大学長 殿

受 注 者

（住 所）

（氏 名） ,
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別記第３号

役務請負契約基準

この基準は，役務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。

（総則）

第１ 発注者及び受注者は，契約書及びこの契約基準に基づき，仕様書に従い，日本国の法令を

遵守し，この契約（契約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする役務請負契約をいう。

以下同じ。）を履行しなければならない。

２ 受注者は，契約書記載の役務を契約書記載の請負期間に応じて履行するものとし，発注者は，

その請負代金額を支払うものとする。

３ 役務の実施方法等役務を履行するために必要な一切の手段については，契約書及びこの契約

基準並びに仕様書に特別の定めがある場合を除き，受注者がその責任において定めるものとす

る。

４ 受注者は，この契約の履行に関して知り得た事項について，その機密を保持しなければなら

ない。

５ 契約書及びこの契約基準に定める請求，通知，報告，申出，承諾，解除及び解約は，書面に

より行わなければならない。ただし，緊急を要する通知等にあっては，この限りではない。

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は，日本語とする。

７ 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は，日本円とする。

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は，仕様書に特別の定めが

ある場合を除き，計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。

９ 契約書及びこの契約基準並びに仕様書における期間の定めについては，民法（明治２９年法

律第８９号）及び商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。

10 この契約は，日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については，日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所 に

おいて行うものとする。

（役務の履行の調整）

第２ 発注者は，受注者の履行する役務及び発注者の発注に係る第三者の履行する役務が実施上

密接に関連する場合において，必要があるときは，その履行につき，調整を行うものとする。

この場合においては，受注者は，発注者の調整に従い，当該第三者の履行する役務の円滑な履

行に協力しなければならない。

（請負代金額内訳明細書等の提出）

第３ 受注者は，発注者が仕様書で定めている場合は，契約締結後１５日以内に，請負代金額内

訳明細書及び業務等実施計画表（以下「内訳書及び計画表」という。）を作成し，発注者に提

出しなければならない。

２ 内訳書及び計画表は，発注者及び受注者を拘束するものではない。

（権利義務の譲渡等）

第４ 受注者は，この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継させてはなら

ない。

２ 前項の規定に関わらず，受注者があらかじめ発注者の承諾を得た場合に限り，次の各号に掲

げる者（以下「譲受人」という。）に対して，請負代金債権を譲渡することができる。

一 信用保証協会

二 中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の２に規定する金融機関

三 資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項に規定する金融機

関

四 信託業法（平成１６年法律第１５４号）第２条第２項に規定する信託会社

３ 前項の規定により請負代金債権を譲渡する場合については，受注者は，譲受人との請負代金

債権の譲渡に関する契約において，譲受人が当該請負代金債権を他の第三者に譲渡し若しくは

質権を設定しその他請負代金債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない旨の条件

を付さなければならない。
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４ 発注者は，受注者又は譲受人から第２項の規定に基づく請負代金債権の譲渡に係る民法（明

治２９年法律第８９号）第４６７条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等

に関する法律（平成１０年法律第１０４号）第４条第２項に規定する承諾の依頼を受けたとき

は，請負代金債権の譲渡を承諾するまでに，受注者に対して生じた事由をもって譲受人に対抗

できることを条件として承諾するものとする。

（委任又は下請負の禁止）

第５ 受注者は，請負の全部又は一部を第三者に委任し，又は請け負わせてはならない。ただし，

あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。

（下請負人の通知）

第６ 発注者は，受注者に対して，下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求する

ことができる。

（特許権等の使用）

第７ 受注者は，特許権，実用新案権，意匠権，商標権その他日本国の法令に基づき保護される

第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている材料及び方法等を，役務の履

行のために使用するときは，その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし，

発注者がその材料及び方法等を指定した場合において，仕様書に特許権等の対象である旨の明

示がなく，かつ，受注者がその存在を知らなかったときは，発注者は，受注者がその使用に関

して要した費用を負担しなければならない。

（監督職員）

第８ 発注者は，必要がある場合は，監督職員を置き，契約の履行について監督させることがで

きる。

２ 発注者は，前項の監督職員を置いたときは，その氏名を受注者に通知しなければならならな

い。監督職員を変更したときも同様とする。

３ 監督職員は，この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事

項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか，仕様書に定めるところにより，

仕様書に基づく工程の管理，立会，役務の履行状況の検査又は役務を履行するための材料の試

験若しくは検査（確認を含む。）の権限を有する。

４ 発注者は，監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したとき

にあっては，当該委任した権限の内容を，受注者に通知しなければならない。

５ 発注者が監督職員を置いたときは，契約書及びこの契約基準に定める請求，通知，報告，申

出，承諾，解除及び解約については，仕様書に定めるものを除き，監督職員を経由して行うも

のとする。この場合においては，監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみな

す。

６ 発注者が監督職員を置かないときは，契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限 は，

発注者に帰属する。

（履行報告）

第９ 受注者は，仕様書に定めるところにより，この契約の履行について発注者に報告しなけれ

ばならない。

（役務の履行上必要な資機材等）

第10 受注者は，役務の履行上必要な資機材，消耗品等については，全て自己の責任と負担で準

備しなければならない。ただし，発注者が役務の履行上必要と認め，発注者から受注者に支給

する材料及び貸与する物品（以下「支給材料等」という。）がある場合は，この限りではない。

（支給材料等）

第11 前条ただし書きに定める支給材料等の品名，数量，規格，品質，性能，引渡場所及び引渡

時期は，仕様書に定めるところによる。

２ 発注者又は監督者は，支給材料等の引き渡しに当たっては，受注者の立会の上，発注者の負

担において，当該支給材料等を検査しなければならない。この場合において，当該検査の結果，

その品名，数量，規格，品質及び性能が仕様書の定めと異なり，又は使用に適当でないと認め

たときは，受注者は，その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

３ 受注者は，支給材料等の引き渡しを受けたときは，引き渡しの日から７日以内に，発注者に

受領書又は借用書を提出しなければならない。
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４ 受注者は，支給材料等の引き渡しを受けた後，当該支給材料及び貸与品に第２項の検査によ

り発見することが困難であった隠れた瑕疵があり，使用に適当でないと認めたときは，その旨

を直ちに発注者に通知しなければならない。

５ 発注者は，受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において，必要が

あると認められるときは，当該支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡し，支給材料等の

品名，数量，規格，品質，性能及びその変更理由を明示した書面により，当該支給材料等の使

用を受注者に請求しなければならない。

６ 発注者は，前項に規定するほか，必要があると認めるときは，支給材料及び貸与品の品 名，

数量，規格，品質，性能，引渡場所及び引渡時期を変更することができる。

７ 発注者は，前二項の場合において，必要があると認められるときは，役務請負期間及び請負

代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは，必要な費用を負担しなければならない。

８ 受注者は，支給材料等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

９ 受注者は，役務の履行を完了した場合又は請負内容の変更等によって不要となった支給材料

等を，仕様書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。

10 受注者は，故意又は過失により支給材料等が滅失若しくは毀損し，又はその返還が不可能と

なったときは，発注者の指定した期間内に代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返

還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は，支給材料等の使用方法が仕様書に明示されていないときは，発注者の指示に従わ

なければならない。

（仕様書に不適合の場合の改善義務）

第12 受注者は，役務の履行が仕様書に適合していない場合において，発注者がその改善を請求

したときは，当該請求に従わなければならない。この場合において，当該不適合となった理由

が発注者の責めに帰すべき理由によるときは，発注者は，必要があると認めるときは，履行期

限及び請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければ

ならない。

（仕様書の変更）

第13 発注者は，必要があると認めるときは，仕様書の変更内容を受注者に通知して，仕様書を

変更することができる。この場合において，発注者は，必要があると認めるときは，請負代金

額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

２ 前項の場合において，請負代金額を変更する場合，又は必要な費用を負担する場合は，発注

者と受注者とが協議して定めるものとする。

（役務の中止）

第14 発注者は，必要があると認めるときは，役務の中止内容を受注者に通知して，役務の全部

又は一部の履行を一時中止させることができる。

２ 発注者は，前項の規定により役務の履行を一時中止させた場合において，必要があると認め

るときは，履行期間及び請負代金額を変更し，又は受注者が役務の履行の一時中止に伴う増加

費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは，必要な費用を負担しなければならな

い。

（受注者の請求による履行期間等の変更）

第15 受注者は，天災地変等その責めに帰することのできない事由により業務を履行することが

できない場合，又は支障を来す場合は，その理由を明らかにした書面により，履行期間の延長

等を求めることが出来る。

（個人情報の管理）

第15の2 受注者は，この契約の履行に関して，個人データの取扱いを通じて知り得た個人情報

を漏洩し，又は盗用してはならない。これは契約期間終了後といえども同様とする。

２ 受注者は，個人データを発注者へ返却するとき以外には，指定した請負場所から持出しては

ならない。ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。

３ 受注者において，個人データの複写又は複製を行うことは原則として認めない。ただし，バ

ックアップ等の目的により，個人データを複写又は複製する必要がある場合は，発注者の許可

を得なければならない。

４ 受注者は，発注者から受領した個人データを加工（契約の範囲内のものを除く。），改ざん
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等をしてはならない。

５ 発注者は，必要に応じて受注者において個人データの適切な取扱いがなされているかの検査

を行うことができるものとする。

６ 発注者は，受注者における個人データの取扱いに疑義が生じた場合は受注者に説明を求め，

必要に応じて改善を要求することができる。

７ 受注者は，個人データの漏洩等の事故が発生した場合は，遅滞なく発注者に報告しなければ

ならない。

８ 受注者は，個人データの漏洩等により発注者及び当該個人に不利益を与えた場合は, その損

害等に対する賠償の責めに任ずるものとする。

（一般的損害）

第16 役務の履行その他役務の履行に関して生じた損害については，受注者がその費用を負担す

る。ただし，その損害（火災保険等によりてん補された部分は除く。）のうち発注者の責めに

帰すべき事由により生じたものについては，発注者が負担する。

（検査）

第17 受注者は，役務の履行が完了したときは，その旨を発注者に通知しなければならない。

ただし，継続的に履行される役務であって，発注者が，日々又は一定期間あるいは一定時期の

役務の履行に関する報告書（以下「報告書」という。）を受注者が提出することを仕様書に定

め，その報告書をもって当該役務の履行が完了した旨の通知とみなすことを仕様書に定めた場

合は，その報告書の提出をもって通知されたものとする。

２ 発注者は，前項の規定による通知を受けたときは，通知を受けた日から１４日以内に当該履

行の完了を確認するための検査を完了しなければならない。ただし，発注者又は受注者が必要

と認めるときは，当該検査に受注者が立ち会うものとする。

３ 第１項の通知が履行期間内に提出され，履行期間後に前項の検査に合格した場合，役務の履

行は，当該通知に記載された完了の日をもって完了したものとする。

４ 第１項の通知について，役務の履行が履行期間内に完了若しくは履行期間内の役務が完了し

た旨の通知が履行期間後１４日以内に提出され，第２項の検査に合格した場合，役務の履行は，

当該通知に記載された完了の日をもって完了したものとする。ただし，第１項ただし書きの場

合にあっては，履行期間の末日をもって履行が完了したものとする。

５ 受注者は，第２項の検査に合格しないときは，発注者の指示により，直ちに仕様書に定める

役務を改めて履行し，発注者による検査を受けなければならない。この場合においては，改善

が完了し，検査に合格した日をもって役務の履行が完了したものとする。

（請負代金の支払）

第18 受注者は，第１７第２項又は第５項の検査に合格したときは，請求書により請負代金の支

払を請求することができる。

２ 発注者は，前項の規定による請求があったときは，請求を受けた日から６０日以内に請負代

金を支払わなければならない。

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により第１７第２項の期間内に検査をしないときは，発注

者は，受注者から請求を受けた日から，第１７第２項の期限を経過した日から検査をした日ま

での日数を差し引いた日をもって請求を受けた日とみなし，前項の規定を適用して請負代金を

支払わなければならない。

（部分払）

第19 受注者は，役務の履行が完了する前に，請負業務の履行済部分に相応する請負代金相当額

の全額について，次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。

２ 受注者は，部分払を請求するときは，あらかじめ，当該請求に係る履行済部分の確認を発注

者に請求しなければならない。

３ 発注者は，前項の場合において，当該請求を受けた日から１４日以内に，同項の確認をする

ための検査を行い，当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。

４ 受注者は，前項の規定による確認があったときは，請負代金部分払請求書により部分払を請

求することができる。この場合において，発注者は，当該請求を受けた日の翌月末までに部分

払金を支払わなければならない。

５ 部分払金の額は，第３項に規定する検査において確認した請負業務の履行済部分に相応する
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請負代金相当額の全額とする。

６ 第４項の規定により部分払金の支払があった後，再度部分払の請求をする場合において は，

第１項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払対象となっ

た請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

（月払い等の特約）

第20 役務が年間等一定期間継続する契約で，１か月あるいは数月の業務単位で請負代金を支払

う場合においては，その単位最終日を履行完了期限とみなし，この基準を適用する。

（瑕疵担保）

第21 発注者は，役務の履行内容に瑕疵があることを知ったときは，直ちに受注者に対してその

瑕疵の改善を請求し，又は改善に代え若しくは改善とともに損害の賠償を請求することができ

る。

２ 発注者は，第１７第２項に規定する検査の完了後，役務の履行内容に当該検査では発見する

ことが困難であった隠れた瑕疵があることを知ったときは，検査が完了したときから１年以内

にその旨を受注者に通知しなければ，当該瑕疵の改善又は損害賠償の請求をすることができな

い。ただし，受注者がその瑕疵があることを知っていたときは，この限りではない。

３ 発注者は，第１項及び第２項に定める瑕疵により発注者の資産等が滅失又は毀損したことを

知ったときは，同項に定める範囲内で，かつ，その滅失又は毀損の事実を知った日から６か月

以内に同項の権利を行使しなければならない。

４ 前三項の規定は，役務の履行内容の瑕疵が支給材料等の性質又は発注者の指図により生じた

ものであるときは，これを適用しない。ただし，受注者が，その支給材料等又は指図が不適当

であることを知りながらこれを通知しなかったときは，この限りでない。

（履行遅滞の場合における損害金等）

第22 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に履行を完了することができない場合にお

いては，発注者は，損害金の支払を受注者に請求することができる。

２ 前項の損害金の額は，請負代金額から請負業務の履行済部分に相応する請負代金額を控除し

た額につき，遅延日数に応じ，政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２

５６号）第８条第１項の規定に基づく，政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率（以下「遅

延利息率」という。）を乗じて計算した額とする。

３ 発注者の責めに帰すべき事由により，第１８第２項の規定による請負代金の支払が遅れた場

合においては，受注者は，未受領金額につき，遅延日数に応じ，遅延利息率を乗じて計算した

額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

（談合等不正行為があった場合の違約金等）

第22の2 受注者は，この契約に関して，次の各号のいずれかに該当するときは，契約金額の１

０分の１に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。

一 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以

下「独占禁止法」という。）第３条又は第１９条の規定に違反し，又は受注者が構成員であ

る事業者団体が同法第８条第１号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は

受注者が構成員である事業者団体に対して，同法第４９条に規定する排除措置命令又 は

同法第６２条第１項に規定する納付命令を行い，当該命令が確定したとき。ただし，受注者

が同法第１９条の規定に違反した場合であって当該違

反行為が同法第２条第９項の規定に基づく不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委員会告

示第１５号）第６項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為とし

て受注者がこれを証明し，その証明を発注者が認めたときは，この限りでない。

二 公正取引委員会が，受注者に対して独占禁止法第７条の二第１８項又は第２１項の規定に

よる課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

三 受注者（受注者が法人の場合にあっては，その役員又は使用人）が刑法（明治４０年法律

第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規

定による刑が確定したとき。

２ 前項の規定は，発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において，発注

者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

３ 受注者はこの契約に関して，第一項の各号のいずれかに該当することとなった場合には，速
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やかに，当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。

４ 発注者は，受注者が第１項各号のいずれかに該当したときは，契約を解除又は解約すること

ができる。

５ 単価契約の場合においては，第１項の「契約金額の１０分の１に相当する額」を，「契約期

間全体の支払総金額の１０分の１に相当する額」に読み替える。

（契約保証金）

第23 受注者は，契約保証金を納入した契約において，請負代金額の増額の変更があった場合は，

増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相

当するものを追加契約保証金として，発注者の指示に従い，直ちに納入しなければならない。

２ 受注者が契約事項を履行しなかった場合において，契約保証金を納入しているときは，当該

契約保証金は，発注者に帰属するものとする。

３ 発注者は，受注者が契約上の義務を履行したときは，受注者の請求に基づき契約保証金を還

付しなけばならない。

（発注者の契約の解除又は解約）

第24 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，この契約を解除又は解約する

ことができる。

一 正当な理由なく，履行開始日を過ぎても履行を開始しないとき。

二 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に履行を

完了する見込みが明らかにないと認められるとき。

三 前二号に掲げる場合のほか，この契約に違反し，その違反によりこの契約の目的を達する

ことができないと認められるとき。

四 第２６第１項の規定によらないでこの契約の解除又は解約を申し出たとき。

五 受注者が，第２２の２第１項に規定する不正行為に該当することとなったとき。

六 受注者が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を，受注者が法人である場合にはその役員

又はその支店若しくは常時製造請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号に

おいて同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号にお

いて「暴力団員」という。）であると認められるとき。

ロ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同

じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

ニ 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し，又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると認められると

き。

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。

ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手方がイからホまでのいず

れかに該当することを知りながら，当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 受注者が，イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他

の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に，発注者が受注者に対し

て当該契約の解除を求め，受注者がこれに従わなかったとき。

２ 前項の規定によりこの契約が解除又は解約された場合においては，受注者は，請負代金額の

十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

３ 前項の場合において，契約保証金の納入が行われているときは，発注者は，当該契約保証金

をもって違約金に充当することができる。

第25 発注者は，履行が完了するまでの間において，第２４第１項の規定によるほか，必要があ

るときは，この契約を解除又は解約することができる。

２ 発注者は，前項の規定により契約を解除又は解約したことによって受注者に損害を及ぼした

ときは，その損害を賠償しなければならない。
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（受注者の契約の解除又は解約）

第26 受注者は，次の各号のいずれかに該当するときは，この契約を解除又は解約することがで

きる。

一 発注者がこの契約に違反し，その違反により履行を完了することが不可能になったとき。

二 天災地変その他避けることの出来ない理由により，履行を完了することが不可能又は

著しく困難となったとき。

２ 前項の規定によりこの契約を解除又は解約したことによって発注者又は受注者が損害を受け

た場合は，発注者又は受注者は，その損害を賠償しなければならない。

（契約の解除又は解約に伴う措置）

第27 発注者は，契約が解除又は解約された場合においては，役務の履行済部分を検査の上，

当該検査に合格した履行済部分に相応する請負代金額を受注者に支払わなければならない。

２ 受注者は，契約が解除又は解約された場合において，支給材料等があるときは，当該支給材

料等を発注者に返還しなければならない。この場合において，当該支給材料等が受注者の故意

又は過失により滅失又は毀損したときは，代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返

還に代えてその損害を賠償しなければならない。

３ 第２項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限，方法等については，契約の解除又は解

約が第２４の規定によるときは発注者が定め，第２５又は第２６の規定によるときは，受注者

が発注者の意見を聴いて定めるものとし，第２項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限，

方法等については，発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

第28 削除

（賠償金等の徴収）

第29 受注者が，この契約に基づく賠償金，損害金又は違約金を発注者の指定する期限までに支

払わないときは，発注者は，その支払わない額に発注者の指定する期限を経過した日から請負

代金額支払の日まで年５パーセントの割合で計算した利息を付した額と，発注者の支払うべき

請負代金額とを相殺し，なお不足があるときは追徴する。

２ 前項の追徴をする場合には，発注者は，受注者から遅延日数につき年５パーセントの割合で

計算した額の延滞金を徴収する。

第30 削除

（補則）

第31 この契約基準に定めのない事項は，必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。





特殊建築物等定期調査業務特記仕様書

Ⅰ 総則

1．1 業務概要

ａ．業務名称 岡山大学（鹿田他）特殊建築物等定期調査業務

ｂ．業務場所

岡山市北区津島中三丁目１番１号 （岡山大学津島団地構内）

岡山市北区津島福居二丁目１０番４号（岡山大学津島団地構内）

岡山市北区津島桑の木町６番１号 （岡山大学津島団地構内）

岡山市北区津島桑の木町６番２号 （岡山大学津島団地構内）

岡山市北区鹿田町二丁目５番１号 （岡山大学鹿田団地構内）

岡山市中区東山二丁目１３番８０号 （岡山大学東山団地構内）

倉敷市中央二丁目２０番１号 （岡山大学倉敷団地構内）

鳥取県東伯郡三朝町山田８２７ （岡山大学三朝団地構内）

岡山市中区平井三丁目９１４ （岡山大学平井団地構内）

岡山市北区日応寺 （岡山大学津高団地構内）

ｃ．業務期間 契約締結日から平成３０年 ３月２８日（水）まで

ｄ．この業務の受注者は、国立大学法人岡山大学工事請負等契約要項（平成 16 年 4 月 1
日学長裁定）別記第 3 号役務請負契約基準、この特記仕様書、別冊の文部科学省文

教施設保全業務標準仕様書（平成 25 年度版）（以下「標準仕様書」という。）、建築

保全業務共通仕様書(平成 25 年度版)、（財）日本建築防災協会発行の「特殊建築物等

定期調査業務基準（2016 年改訂版）」、（財）日本建築設備・昇降機センター発行の「建

築設備定期検査業務基準書」（平成 20 年版）に基づき業務を履行する。

ｅ．業務対象施設

【別表】「調査対象施設一覧」に記載した施設及び「調査建物配置図」による。

ｆ．特記仕様書の適用方法

（1）・印で始まる事項については、�印を付した事項のみ適用する。

（2）表中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入した事項の

み適用する。

（3） 又は×印で抹消した事項は全て適用しない。

ｇ．業務内容

【別表】「調査対象施設一覧」に記載する調査該当建物について下記の定期調査、定

期検査を行う。なお、特定行政庁への報告は必要としない。

(1)建築基準法第１２条第１項の規定による定期調査・報告

（建築物の敷地、構造及び建築設備）

�敷地及び地盤

�建築物の外部

�屋上及び屋根

�建物の内部

－ 2－



－ 3－

�避難施設等

�その他

(2)建築基準法第１２条第３項の規定による定期検査・報告

（上記(1)に定める建築物の昇降機以外の建築設備）

・ 換気設備

・ 排煙設備

・ 非常用の照明装置

・ 給排水設備及び排水設備

(3)調査は、特定行政庁が定めた建築物等定期調査報告書様式及び建築設備定期検

査報告書様式を基に準じて行うこと。

(4)定期調査・検査の項目、方法、判定基準や調査結果表・検査結果表についての

詳細は、特定行政庁に問い合わせること。

(5)既存図面の画像化（スキャン）

【別表】に記載のとおり既存図面の画像化（原図のスキャン）を行う。ファイ

ル形式はPDF、画質は400dpi程度とする。

ｈ．貸与資料

業務の実施に先立ち、必要に応じ次の関係資料を貸与する。なお、関係資料の

検査記録等を使用する場合は、精査のうえ適正であるか否かを関係法令により受

注者が確認すること。

貸与資料は、発注者が請求した場合や業務が終了した場合には速やかに返却す

ること。

・ 特殊建築物定期報告書（平成 年度）

・ 建築設備定期報告書 （平成 年度）

� 岡山大学棟別平面図（CAD データ（JWW-CAD 形式）共）

※図面は過去のﾃﾞｰﾀを利用して作成しているため、現状と異なる箇所があ

る。報告書作成時には、現地確認を実施し、修正したうえで使用するこ

と。

� 調査対象施設既存設計図書（設計図、改修設計図）

� 計画通知書

� 下記点検等の報告書（本業務に関係する点検等の報告書）

業 務 名 業務内容 請負者

岡山大学津島地区外消防用設備保全業務 防災設備 ㈱セツビ

（平成 28年度） 総合点検

1．2 請負代金の支払い

請負代金の支払いは、岡山大学財務部経理課から業務完了後１回に支払う。

第１編 一般共通事項

1．3 業務計画書

業務責任者は、業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資

格、緊急連絡先等を総合的にまとめた業務計画書を作成すること。



－ 4－

1．4 業務責任者

業務に当たっては、次のいずれかの要件を満たす者を業務責任者とすること。

� 一級建築士

� 二級建築士

� 建築物調査員資格者証の交付を受けている者

� 特定建築物調査員資格者講習を修了した者

1．5 業務条件

点検・調査等の実施時間帯は、下記を原則とする。

平成２９年１２月２９日（金）から平成３０年１月３日（水）及び入学試験等大学

行事による入構不可日を除く平日（月曜日～金曜日 8：30 ～ 17：15）。
ただし、調査・点検等の都合上、やむを得ない場合は夜間及び土日祝日に行うもの

とする。

調査は、大学の行事等に配慮し、業務の妨げとならないよう行うこと。

［入構不可日（現在判明分）］

ＡＯ入試：10/28（土）～10/29（日）･･･津島地区

ＡＯ入試・推薦入試：12/2（土）･･･津島地区、鹿田地区

センター試験：1/12（金）～1/14（日）･･･津島地区

ＡＯ入試・推薦入試：1/27（土）～1/28（日）･･･津島地区、鹿田地区

前期日程入試：2/23（金）･･･津島地区、鹿田地区

2/25（日）･･･津島地区 2/26（月）･･･鹿田地区

後期日程入試：3/9（金）、3/12（月）･･･津島地区、鹿田地区

1．6 業務の安全衛生管理

（1）業務場所の安全衛生に関する管理は、業務責任者が関係諸法令等に従って行う

こと。

ただし、別に責任者が定められている場合はこれに協力する。

（2）本学構内にて調査業務履行中は名札、腕章等を付けること。

（3）施設調査業務履行中において、災害又は公害もしくは重大な障害が発生したと

きは、速やかに適切な処置をとり、その経緯を直ちに担当職員に報告すること。

1．7 危険防止の措置等

脚立や折りたたみ梯子などにより高所作業を行う場合には、ヘルメット（安全帽）

等を着用する。

1．8 業務担当者

対象施設に係わる業務担当者は、当該業務に必要な次のいずれかの資格を有する者

とすること。

� 一級建築士

� 二級建築士

� 建築物調査員資格者証の交付を受けている者

・ 建築設備検査員資格者証の交付を受けている者

・ 昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者

� 外壁赤外線診断調査を実施する者は、下記のいずれかの資格要件を満たす者
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とする。

① 建築仕上診断技術者 （ロングライフ推進協会）

② ＪＡＩＲＡ赤外線サーモグラファー ステップ１講習修了者

（ＪＡＩＲＡ日本赤外線劣化診断技術普及協会）

③ 定期報告制度の告示に伴う赤外線装置法による外壁診断セミナー

終了者（日本赤外線サーモグラフィー協会）

④ ＩＮＦＲＡＲＥＤ ＴＲＡＩＮＩＮＧ ＣＥＮＴＥＲ レベル１講習

修了者（フレアーシステムズジャパン株式会社）

⑤ 赤外線建物診断技能師 （街と暮らし環境再生機構）

⑥ 赤外線サーモグラフィ試験レベル１講習修了者

（日本非破壊検査協会）

⑦ 上記と同等の知識及び能力を有すると認められるもの

1．9 施設管理担当者の立会い

施設へ立ち入りに先立ち、監督職員の承諾を受け、当該部局事務室等へ連絡し許可

を得ること。

また、ＲＩ管理区域、その他特別な管理を行っている室等に入室する際は、当該施

設管理者の立ち会いのもと入室すること。

1．10 業務の報告

業務報告書の作成にあたり調査要領、検査要領及び報告書作成要領は、特定行政庁

（岡山市）の定める様式を用いた報告書とすること。

(1)建築物の敷地、構造及び建築設備の定期調査報告書

「特殊建築物等定期調査業務基準」に基づいて作成し提出する。

�定期調査報告概要書

提出部数：２部 （Ａ４版ファイル綴じ２部とする。）

�定期調査報告書（特定行政庁に提出する報告書等、添付図面等を含む。）

提出部数等：２部 （Ａ４版ファイル綴じ２部とする。）

(2)建築物の昇降機以外の建築設備の定期検査報告書

「建築設備定期検査業務基準書」に基づいて作成し提出する。

・定期検査報告概要書

提出部数：３部 （Ａ４版ひも綴じ１部、Ａ４版ファイル綴じ２部とする。）

提出部数のうちひも綴じの１部は、特定行政庁へ提出し報告する。

・定期検査報告書（特定行政庁に提出する報告書等、添付書類を含む。）

提出部数等：４部 （Ａ４版ひも綴じ１部、Ａ４版ファイル綴じ３部とする。）

提出部数のうち２部（ひも綴じ１部、ファイル綴じ１部）は、発注者（報告者）

が押印したものを特定行政庁へ提出し報告する。

(3)外壁調査に関わる調査結果報告書

様式については事前に監督職員と協議の上決定すること。但し、記載内容につ

いては以下の要件を満たすものとすること。

�調査計画

�調査計画に関わる図面（以下の内容が記載されているもの）
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ａ 調査範囲

ｂ 調査方法

ｃ 不良場所（施設名）

ｄ 不良箇所（対象箇所名）

ｅ 不良箇所記載図面（立面図）

ｆ 不良内容

ｇ 改善対策等

(4)調査に伴い、下記については確認を行うこと。

火気使用室、無窓居室の確認を行う。

主要な間仕切り壁、防火区画壁などの位置の確認を行い、修正を行う。

(5)不良箇所等に関する事項をまとめた報告書

不良箇所等についてまとめた報告書を提出すること。様式及び要件については

事前に担当職員と協議の上決定すること。

(6)点検チェックリスト

調査対象建物各棟について別紙書式の【点検チェックリスト（学校設置者用）】

を提出すること。

(7)報告書等の成果物は、業務を実施した者の建築士番号等及び氏名を記入し、捺印

すること。

(8)報告書、添付図面、写真等は、ワープロ、ＣＡＤ、デジタルカメラで作成し、そ

の電子データーを CD-R 等で提出すること。（CAD データーは JWW 形式とす

る。）

(9)添付図面は「岡山大学棟別平面図」及び「既存設計図書」を基に作成すること。

1．11 業務の検査

受注者は業務を完了した場合は、完了通知書とともに成果物を発注者に提出し、

検査を受けるものとする。

第２編 定期点検等及び保守

2．1 点検について

(1)点検を行う事が困難な部位については、担当職員と協議すること。その周辺部分

の状況から判断して，明らかに不良の状況にあるとみられる場合は、報告する。

(2)機械換気設備、中央管理方式の空調設備検査における全数調査については、本検

査にて対象調査数の確認を行い、担当職員へ報告すること。本業務においては対

象調査数の概ね 3 分の１については検査を行うこととする。

2．2 その他

（1）契約図書及び関係図書を、業務の履行のために使用する以外の目的で第三者に

使用させてはならない。また、その内容を漏洩しない。ただし、これらの契約図
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書等が市販されている場合又は監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではな

い。

（2）受注者は、業務の履行に係る業務責任者及び業務担当者による業務の行為につ

いて一切の責任を負う。

（3）外壁剥離浮き調査は、国土交通省告示 282 号に基づき、【別表】「調査対象施設

一覧」の外壁調査に該当する施設においては、外壁タイル貼り・モルタル塗り等

の浮き状況確認を外部より実施する。

なお、目視や打診による浮き部や欠損及びクラックなどの欠陥部位を含め、当該

建物の立面図等にその場所と範囲を図示し、修繕が必要とされる箇所を示した一

覧を作成する。

（4）外壁調査における打診調査については、安全に作業できる範囲を調査するもの

とする。ただし、異常が認められ、全面的な打診調査が必要な場合又は、外部足

場等の設置が必要な場合は、監督職員と協議する。

（5）外壁調査等にともない浮き，ひび割れ等を発見し，落下，転倒等のおそれのあ

るものについては，直ちに立入禁止等の応急措置を講じ報告する。

（6）業務に使用する電力及び用水費は、発注者の負担とする。

（7）調査対象建物における各室等の写真撮影を行うこととし、報告書に添付及びデ

ータ（CD-R 等）で提出する。



業務名：岡山大学（鹿田他）特殊建築物等定期調査業務 【別表】「調査対象施設一覧」

延床面積

外部改修 内部改修 耐震改修

改修年 改修年 改修年

（㎡） （竣工） （㎡）

【大学施設】 合計 28 棟 合計 80,435 ㎡ 合計 2,900 枚

＜面積2000㎡以上、または階数３以上の教育研究施設＞ 小計 24 棟 小計 70,964 ㎡ 小計 2,500 枚

1 津島 350 1 情報統括センター 349 1,994 R 3 0 1,053 0 0 0 ● ● △ △ △ － － － △ － 情報

3 鹿田 109 2 記念会館 508 1,969 R 3 0 1,428 0 0 2011 ● ○ △ △ △ － － － △ － 医歯薬

3 鹿田 115 3 旧ＲＩ研究センター 273 1,989 R 4 0 930 0 0 2,016 ● ○ △ △ △ － － － △ － 医歯薬

3 鹿田 117 4 基礎医学講義実習棟 856 1,976 R 4 0 3,474 2013 2013 2013 ● ○ △ △ △ － － － △ － 医歯薬

3 鹿田 127 5 歯学部棟（４Ｆ以上） 2,542 1,981 SR 11 1 12,932 0 0 0 ● ○ △ △ △ － － － △ － 医歯薬

3 鹿田 135 6 保健学科棟 1,533 1,987 SR 7 1 7,308 0 0 0 ● ● △ △ △ － － － △ － 医歯薬

3 鹿田 139 7 光・放射線情報解析部門鹿田施設 524 1,993 R 5 1 2,639 0 0 0 ● ○ △ △ △ － － － △ － 医歯薬

3 鹿田 142 8 基礎研究棟 1,173 1,999 SR 8 0 8,515 0 0 0 ● ● △ △ △ － － － △ － 医歯薬

3 鹿田 145 9 総合教育研究棟 620 2,003 SR 8 1 5,098 0 0 0 ● ● △ △ △ － － － △ － 医歯薬

3 鹿田 149 10 地域医療人育成センターおかやま(MUSCAT CUBE) 411 2,012 R 3 0 1,042 0 0 0 ● ○ △ △ △ － － － △ － 医歯薬

4 東山（一） 6 11 中学校校舎 675 2,009 R 3 0 2,014 0 0 0 ● ○ △ △ △ － － － △ － 附中

4 東山（一） 14 12 中学校校舎 430 1,966 R 3 0 1,315 1993 1993 2008 ● ○ △ △ △ － － － △ － 附中

4 東山（一） 32 13 中学校校舎 1,743 1,983 R 2 0 2,674 0 0 0 ● ○ △ △ △ － － － △ － 附中

4 東山（一） 37 14 小学校校舎 2,022 2,008 R 3 0 5,252 0 0 0 ● ○ △ △ △ － － － △ － 附小

5 倉敷 7 15 図書館書庫 53 1,953 R 3 0 159 0 0 0 ● ○ △ △ △ － － － △ － 植物分館

5 倉敷 27 16 ＲＩ施設・研究棟4号館 299 1,970 R 3 0 515 0 0 0 ● ○ △ △ △ － － － △ － 植物分館

5 倉敷 34 17 図書館書庫 170 1,972 R 4 0 673 0 0 0 ● ○ △ △ △ － － － △ － 植物分館

5 倉敷 42 18 研究棟３号館 395 1,993 R 3 0 1,153 0 0 0 ● ● △ △ △ － － － △ － 植物研

5 倉敷 43 19 附属図書館資源植物科学研究所分館（史料館） 226 1,994 R 3 0 677 0 0 0 ● ● △ △ △ － － － △ － 植物分館

6 三朝 31 20 惑星物質研究所 950 1,967 R 2 0 2,740 0 0 2016 ● ● △ △ △ － － － △ － 惑星研

6 三朝 33 21 旧三朝医療センター 1,534 1,967 R 5 0 4,550 0 0 2011 ● ○ △ △ △ － － － △ － 惑星研

6 三朝 46 22 第２研究棟 392 1,997 R 5 0 1,814 0 0 0 ● ● △ △ △ － － － △ － 惑星研

20 平井 1 23 小・中学部校舎棟 1,272 1,968 R 2 0 2,177 0 0 2007 ● ○ △ △ △ － － － △ － 附養

23 津高 6 24 管理棟及学生宿舎 275 1,978 R 3 0 832 0 0 0 ● ○ △ △ △ － － － △ － 農学系

＜面積2000㎡以上、または階数３以上の学生寄宿舎等＞ 小計 4 棟 小計 9,471 ㎡ 小計 400 枚

1 津島 222 25 桑の木留学生宿舎 1,406 1,967 R 3 0 4,455 2012 2012 2012 ● ○ △ △ △ － － － △ － ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

1 津島 256 26 女子学生寮 488 1,982 R 5 0 2,024 0 0 0 ● ○ △ △ △ － － － △ － 学務部

1 津島 332 27 福居留学生宿舎 276 1,973 R 3 0 825 2010 2010 0 ● ○ △ △ △ － － － △ － ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

建物管理
部局等

構造
地上
階

地下
階

棟計
複数年毎に実施する調査の有無

外壁調
査（外
装ﾀｲﾙ・
ﾓﾙﾀﾙ）

閉鎖力測定
作動状況
（防火戸、
防火ｼｬｯﾀｰ

等）

換気設
備の作
動状況

機械
排煙設
備等

その他

団地番号 団地名 棟番号 棟名称 建築面積 建築年
整理
番号

●2,500

●400

階数 大規模改修歴 建築物等定期調査　対象物
建築設備定期検査　対象物 既存図

面の画
像化
（ス
キャ
ン）

機械
換気

非常照
明

その他



延床面積

外部改修 内部改修 耐震改修

改修年 改修年 改修年

（㎡） （竣工） （㎡）

建物管理
部局等

構造
地上
階

地下
階

棟計
複数年毎に実施する調査の有無

外壁調
査（外
装ﾀｲﾙ・
ﾓﾙﾀﾙ）

閉鎖力測定
作動状況
（防火戸、
防火ｼｬｯﾀｰ

等）

換気設
備の作
動状況

機械
排煙設
備等

その他

団地番号 団地名 棟番号 棟名称 建築面積 建築年
整理
番号

階数 大規模改修歴 建築物等定期調査　対象物
建築設備定期検査　対象物 既存図

面の画
像化
（ス
キャ
ン）

機械
換気

非常照
明

その他

1 津島 403 28 国際交流会館 1,392 2,011 S 3 0 2,167 0 0 0 ● ○ △ △ △ － － － △ － ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

上記リストについて

　・　●を伏しているものについて調査実施

　・　＜学生寄宿舎等＞の住戸内の調査については、空室を対象とする。

　・　外壁調査（外装ﾀｲﾙ・ﾓﾙﾀﾙ）の項目について、●はﾀｲﾙ・石貼り等・ﾓﾙﾀﾙ等の浮きの全面的な調査が必要なもの、○は目視及び部分打診調査が必要なものを表す。

　　  △を付 しているものについては、外壁改修等 を予定 しており、 その報告 を参照 することができる。 ◎を付 しているものについては、外壁全面調査 を既 に実施 しており、

　　  その報告 を参照 することができる。外壁全面調査対象施設の立面は、別に示す【参考図】のとおりである。

　・　閉鎖力測定作動状況（防火戸、防火ｼｬｯﾀｰ等）および機械排煙設備等について△を付しているものは、別途契約の消防設備点検の結果を参照することができる。

　・　換気設備の作動状況について△を付しているものは、別途に行われる建築設備定期検査結果を参照することができる。

　・　非常照明の項目において△を付しているものについては、器具の点灯を抜き取り調査する。

　・　既存図面の画像化（スキャン）において記載している数値は、400dpi程度のA1図面のｽｷｬﾝ枚数を示す。



津   島 ０３３２００１ 岡 山 大 学　　岡山市北区津島中三丁目

：調査対象建物

平成29年度

Ｎ

冬季主風向

夏季主風向

作 成 年 度団 地 番 号 所      在      地 学 校 番 号 学    校    名団  地  名

団 地  ＫＥＹ－ＰＬＡＮ

津島中二丁目
津島中一丁目

当 該 配 置 図

津島中三丁目

(5,001㎡)

津島桑の木町

Ｐ(19台)

Ｐ(14台)

岡山大学（鹿田他）特殊建築物等定期調査業務　調査建物配置図

縮尺 １：２,５００

岡 山 大 学 津 島 団 地 配 置 図

580㎡

Ｐ(11台)Ｐ(5台)

(168)

Ｐ(5台)

昭43 R4 1981㎡

昭54 R4 2619㎡ 

Ｐ
(
17

台
)

平13

(151)昭40

昭39 R2 1000㎡

432㎡ 

昭37 R3 3873㎡

Ｐ(100台)

昭36 R3 1871㎡

10761㎡

昭41 4265㎡ 昭37 2546㎡

(121)工学部１６号館 明44 B1 93㎡

昭44 S1 71㎡

Ｐ
(
6台

)

2709㎡ 

昭40 R2 1000㎡

Ｐ(149台)

(334)工学部２号館

工学部４号館

工学部１号館

(162)工学部３号館

(161)工学部１７号館 昭43 S1 55㎡

(348)工学部１９号館 昭56 R1 513㎡

(355)工学部１４号館 昭57 R1 250㎡

馬    場

(092) 昭41 S1 216㎡

昭63

(368)工学部６号館西

(091)工学部８号館 S1 759㎡

工学部７号館

(335)工学部５号館 2372㎡

工学部６号館東

(331)工学部１８号館 昭48 R1 56㎡

(382)

(384) 平12 R1 41㎡

環境理工学部棟

危険物保管庫

(087)工学部１１号館 明44 W1 61㎡

工学部１３号館

工学部１０号館

工学部９号館
(361)工学部１２号館

Ｐ(18)

4074㎡

ｗ

平2 R5 2129㎡

平12

ｗ

ｗ

至 妙善寺

保存緑地
至 法界院駅

市　道

ｗ 保存緑地ｗ

平9 R3

(380)

民  有  地

(2020㎡) 昭33 R3 (1766㎡)

(3513㎡)

1900㎡

民  有  地

民  有  地

(383)

ｗ

ｗ

民  有  地

昭43 R3 1742㎡

昭41 R3 1912㎡

昭45 1982㎡

保存緑地

W1 335㎡

保存緑地

昭42 R3 4873㎡

841㎡

  R3 12129㎡

昭41 R+1 820㎡

昭42 2578㎡

 昭57 R2 878㎡

平11 S4 75㎡

R4 3954㎡

昭56 S+1 696㎡

(001)

Ｐ(13台)

Ｐ(20台)

門衛所

(8669㎡)

Ｐ(27台)

保存緑地

Ｐ
(1
2
台

)

馬房及

(149) 明44

(111)教育学部本館 9368㎡

座主川

Ｐ(9台)

昭47 1192㎡

自動車部
ＢＯＸ

昭54 R2 463㎡

(160)文法経ボイラー室

(002)便所 明44 W1 4㎡

平2 S5 85㎡

弓道射場

昭44 R3 1491㎡

昭47 504㎡

S1 71㎡

文法経ポンプ室

昭54 R4 3388㎡

(351)文法経２号館 R5 5070㎡

(363) 昭62 B1 21㎡

昭57 2609㎡2461㎡

昭44 R+1 294㎡

(159)文法経１号館 6714㎡

(324) R1 803㎡

(387)

(150) 昭21

(065)

昭47 R+1 189㎡

昭48

(343)理学部ポンプ室

教育学部講義棟

 昭54 B1 12㎡

昭54 R+1

昭42 R5 4740㎡

岡山大学津島団地

847㎡

昭58

(374) 平5 R5 2317㎡

中央図書館

昭46

2088㎡

昭45 2740㎡

R4

岡山大学津島団地

R+1

(341)3473㎡

昭40 R6 172㎡

(138)倉庫

昭44 2251㎡

昭24 R2 280㎡

昭61

 昭57 R1 9㎡

(352)文法経講義棟

昭48 1972㎡

1053㎡

(163)文法経講義棟 R2 2039㎡

明44

昭28 B+1 182㎡

昭42 1690㎡

昭51 R4

昭51

(336)

昭51 R1 684㎡
昭44

昭56 R+1

(372)木器処理室 平4 S1 39㎡

昭56 R1
93㎡

(165) 昭44 B1 30㎡

工学部ポンプ室
R+1 
昭40 

(084) 昭42 B1 29㎡

191㎡

(367)

昭61 R1 533㎡

(076)理学部薬品庫 昭30 B1 33㎡

(333)特殊排水処理施設 昭50 R1 150㎡

昭38 R2 994㎡

昭37 396㎡昭41 363㎡

平2

(371)ＲＩ有機廃液貯蔵室 平4 B1 22㎡

(346)ガラス室及栽培室 昭55 B1 128㎡

(362)放射性有機廃液焼却室 昭61 B1 20㎡

馬術部ＢＯＸ

昭62 S5 90㎡

299㎡
昭54

昭42 R3

 昭42 R1 130㎡

(358)教育学部動物室 昭57 B1 45㎡

教育学部焼成窯室

(322) 文学部動物舎

文学部動物実験施設

(354)倉庫

昭44

281㎡

昭46 R4

昭48

(157) R1 199㎡

W1 41㎡

危険物屋内貯蔵庫

昭44

(083)

(166) R1 225㎡

昭41

(082)理学部本館

 W1 37㎡

 昭47 B1 66㎡

平6 R3

(323) 昭47 R2 668㎡

昭56 R2

昭40 R3

(353) 昭57 R1 27㎡

(400)有機廃液保管庫 平17 B1 58㎡

平21 S2 909㎡

保存緑地

Ｐ
(1

4台
)

平8 R3 1528㎡
(379)新技術研究センター

ビオトープ（003）学童保育室
平21　S1　132㎡

S1 360㎡
平22

情報統括センター

(357)北団地水質測定室 46㎡ 昭57 R1 39㎡,平2 B1 7㎡

(359)環境管理施設廃液置 昭57 B1 24㎡

(344)スラッジ保管庫 昭54 B1 24㎡

(345)危険物貯蔵庫 昭54 B1 14㎡

(338)有機廃液処理施設 昭52 R1 102㎡

(356)環境管理制御分析室 昭57 B1 42㎡

(349)環境管理施設分析室 昭56 B1 98㎡

(332)福居留学生宿舎 昭48 R3 825㎡

中央図書館機械室
(169) 昭46 R1 108㎡

(403) 平23 S3 2167㎡

国際交流会館

R3 1204㎡

光・放射線情報解析部門津島施設

Ｐ(67台)

Ｐ(11台)

Ｐ(52台)

Ｐ
(6
台

)

16266㎡

平26 R3 298㎡

グラウンド

(360)旧工学部２１号館 昭58 R2 902㎡

(120)旧工学部１５号館 明44,平7 B1 495㎡

(030)文学部考古学資料室 B2 673㎡

(158)教育学部東棟 R3 3941㎡

(170)教育学部体育棟 2475㎡

(340)理学部２号館

(364)埋蔵文化財調査研究センター 昭63 S1 109㎡

(365)埋蔵文化財調査研究センター整理室 S2 334㎡ 昭63 162㎡,平2 172㎡

北福利施設(ﾏｽｶｯﾄﾕﾆｵﾝ)

ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ･ｾﾝﾀｰ

(385)文化科学系総合研究棟

自然科学系
総合研究棟

平9 SR6

(342)教育学部南音楽棟

(167)教育学部北音楽棟 昭44

(366)自然科学研究科棟 平2 SR7 5581㎡

平2 SR7-1 4489㎡

平11 SR8 11138㎡

平12 SR6

SR6 3,549㎡

平15 SR6-1 7417㎡

R2 394㎡
RS2 1,440㎡

情報統括センター
(350) 1633㎡

（401）東福利施設(ﾋﾟｵｰﾈﾕﾆｵﾝ)

5

6

5

6

12

8

4

10

6

12

6

Ｐ(8台)

6 6

10

7 5

6

1
0

Ｐ
(
6台

)

21

Ｐ(7台) 6

Ｐ(5台)

1
0

10

Ｐ
(6

台
)

8

Ｐ(28台)

6

Ｐ(7台)

6
Ｐ

(
9台

)

Ｐ
(
7台

)

6

8

Ｐ(23台)

Ｐ(78台)

Ｐ(17台)

Ｐ(17台)

Ｐ(42台)

Ｐ(119台)

Ｐ(108台)



Fukutake

平24 S1 384㎡

Ｐ
(
17
台

)

夏季主風向

冬季主風向

Ｎ

当 該 配 置 図

津島中二丁目

団 地  ＫＥＹ－ＰＬＡＮ

津島中三丁目

津島中一丁目

保
存

樹
木

民  有  地

(214)

ガラス室

(225)農学部電気室 昭42 R1 141㎡

(252)薬用植物園管理舎

(228)薬学部危険物貯蔵庫 昭45 B1 38㎡

昭52

保
存

樹
木

至 妙善寺 至 法界院駅市　道

ｗ

Ｐ

民  有  地

合 同 宿 舎

平8 R2 951㎡

昭54

保存樹木

民  有  地

昭62 B1 29㎡

(222)

(209)

40㎡

ｗ

(261)津島宿泊所

昭56 R2 967㎡

昭45 R4 3974㎡

(251)特別高圧受変電室 昭55 R2 672㎡

(250)農業工学実験棟

(229) 昭46 167㎡

R1 131㎡ ,S1 36㎡

(221)職員宿舎 昭13 W2 123㎡

明44 W1平4 R4 1505㎡

(255)薬用植物園温室 128㎡

昭41 2495㎡

R3 8546㎡

昭44 3800㎡

昭63 RS2 1968㎡

S1

平1 R5 3002㎡

農学部環境制御装置室

4455㎡

縮尺 １：２,５００

昭55 R4 2500㎡

昭42 R3 2438㎡

昭47 R1 24㎡

昭52

本部棟

(234)

岡 山 大 学 津 島 団 地 配 置 図

岡山大学津島団地

昭40 2251㎡

農学部危険物倉庫

岡山大学津島団地

昭42 R3 1453㎡

(386)

S1 S1

昭55 R1 201㎡

平6

(249)

444㎡ 444㎡

民  有  地

民  有  地

(265)器具庫 

女子学生寮ポンプ室
(257) 昭57 B1 10㎡

(213)事務局車庫 昭39 S1 182㎡

(376)(375)

平6 平6

(377)

444㎡

昭52

昭56 S1 113㎡ B1 15㎡

昭55 R1 292㎡

(266) 農場施設棟

昭60 R2 744㎡

4

4 6

4
4

6

8

6

4

9

6

Ｐ(13台)

1
2

7
.
5

5618㎡

592㎡

(394)ポンプ室 昭47 B1 8㎡

(399)ポンプ室 昭58 R1 5㎡

平15 S2

岡山大学連携型
起業家育成施設
平20 S2 836㎡

Ｐ(23台)

情報展示室

R4 3343㎡

(404)作業室
平23 S1 185㎡

(227)薬学部１号館 7317㎡

(405)薬学部２号館 平23 R2 1524㎡

(238)薬学部終夜実験室 昭49 B1 12㎡

(233)装置化システム農場

昭47 S1 462㎡

S1 846㎡

津   島 ０３３２００１ 岡 山 大 学

作 成 年 度団 地 番 号 所      在      地 学 校 番 号 学    校    名団  地  名

(393)物置 昭48 B1 76㎡

(378)動物資源部門津島南施設 Ｐ
(
14

台
)

Ｐ(8台)

Ｐ(7台)

(21台)

Ｐ(80台)

Ｐ(110台)

Terrace

Junko

(244)農学部ガラス室 282㎡
昭52 S1 182㎡,昭54 S1 68㎡ B1 38㎡ 

(243)農学部ガラス室 昭52 282㎡
      S1 250㎡,B1 32㎡

(242)農学部ガラス室 昭52 282㎡
      S1 250㎡,B1 32㎡

グラウンド

(410)

平26 S1 569㎡

津島桑の木町

　　岡山市北区津島中一丁目、
　　　　　　　津島桑の木町

旧事務局庁舎

(217)農学部Ⅰ号館

桑の木留学生宿舎

(224)農学部Ⅱ号館

(236)南宿舎（一） 昭47 R5 2140㎡

(230)南宿舎（二） 昭46 R5 1605㎡

(231)南宿舎（二） 昭46 R5 1885㎡

農学部Ⅲ号館

(254)農学部Ⅳ号館

(373)ゲノム・プロテオーム解析部門

2116㎡
平14 R3
記念館
創立五十周年

(388)

(389)第二津島住宅 昭47 R5 1766㎡

(390)第二津島住宅 昭49 R5 2030㎡

(391)第二津島住宅 昭54 R4 1099㎡(392)第二津島住宅 昭52 R4 1649㎡

(395)第三津島住宅 昭57 R5 2464㎡

(396)第三津島住宅 昭57 R4 1971㎡

(397)第四津島住宅 昭58 R5 1374㎡

(398)第四津島住宅 昭58 R5 1374㎡

(256) 昭57

R5 2024㎡

女子学生寮

R5 2247㎡

国際学生シェアハウス棟

Ｐ(7台)

平14 SR6

(411) 平28

(412)職員宿舎Ａ棟(413)職員宿舎Ｂ棟
平28 S3 726㎡平28 S3 836㎡

(235)南宿舎（一） 昭47 R5 1885㎡

：調査対象建物

平成29年度



12904㎡

鹿田分館
附属図書館

平8 S1-1

民　有　地

基礎研究棟

(125)

民　有　地

(122)

2639㎡

プール

昭5 W1 106㎡

21190㎡

21335㎡

(139)

基礎医学

地域医療人育成センターおかやま(MUSCAT CUBE)

(134)守衛所

平21 S1 136㎡

(143)入院棟

1263㎡

平21 S2 400㎡

ＭＲＩ断

昭48 R2

(010)校友会クラブ棟

平21 S2 233㎡

(107)看護師宿舎

(012)校友会クラブ棟

平8 S1 30㎡

平1 R+1 28㎡

昭59 R2 241㎡
P(12台)

(008)基礎医学棟

P(24台)

昭8

(128)

テニスコート

平5 R5-1

鹿田会館

放射線治療室

（140）平21 90㎡

2492㎡

医学資料棟

(104)

昭7 R3

16770㎡

昭54 R3

大10 W1 22㎡

P(35台)

598㎡

(004)

中国地方建設局

930㎡

平
6
 S
1
 3

36
㎡

P(10台)

R3 935㎡

P(9台)

昭38
P(9台)

P(28台)

P(35台)

R3
平20

立体駐車場

7m

P(11台) 立体駐車場

P(228台)

3693㎡

P(5台)

教育研究棟

7725㎡

R3 2553㎡

P(23台)

P(3台)

立体駐車場

(151)医歯薬融合型

R3

(148)

6029㎡

昭54

昭62

(149)

保健学科棟

平19 R2 平14 R2-1

昭55

昭42

P(197台)

P(24台)

P(5台)

P(280台)

165㎡

11m 市　道

総合診療棟

平24 R3 1042㎡

S+1

層撮影装置室

市
　

道

S2

9722㎡

昭17 W1 50㎡

8515㎡

民　有　地

37960㎡

1674㎡

グラウンド

(144)

(001)門衛所

R3

(039)弓道場

昭41 R4 3232㎡

(038)学生ＢＯＸ

818㎡

中央診療棟

(113)

108㎡

解析部門鹿田施設

(117)
昭50 R6-1 16932㎡

総合教育研究棟

5100㎡

(123)焼却炉棟

昭51 R4

昭55 R+1

昭39

平15 R+1 21㎡

昭44 R3

昭57 R5-1

14㎡

235㎡

1123㎡

(109)

3258㎡

(131)標本保存庫

1605㎡

テニスコート

エネルギーセンター

（旧栄養学棟）

389㎡

(116)特高受変電施設

42
6
㎡管理棟

210㎡

(141)焼却研究棟

7308㎡

R3 2573㎡

R1

1818㎡

光・放射線情報

4122㎡

平11

昭54 R4

1402㎡

昭57 S1 161㎡

4393㎡

(005)

北消防署

機械棟

動物資源部門鹿田施設

(011)校友会クラブ棟

2450㎡

昭48 R3

(133)岡山大学病院外来診療棟（医科）

昭53 R1 154㎡

4929㎡

(114)

昭41

(136)

(092)プール脱衣室

平11 R+1

6061㎡

P(34台)

昭49 R4 902㎡

3474㎡

講義実習棟

機械棟

P(6台)

平22 R1 188㎡

・講堂（旧生化学棟）

昭61 S1 27㎡

(115)

(135)

6954㎡

(142)

1046㎡

記念会館

平25 S1 1394㎡

(145)

(150)

昭43

(110)

臨床講義棟

(112)

昭49

昭39

昭33 B1 23㎡

臨床研究棟

(132)

(119)

Junko

S1(
14

0)
連

絡
通

路

旧ＲＩ研究センター

体育館及武道場

昭50 R2 689㎡

2551㎡
昭42 R3

歯学部棟・外来診療棟(127)
（医科・歯科）

54㎡

平10
R+1

平11 R+1 27㎡
昭60 R4-1 12823㎡

Ｔ

Ｔ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ
Ｓ

冬季主風向

Ｎ

岡 山 大 学 鹿 田 団 地 配 置 図

団 地 番 号 団  地  名

夏季主風向

岡山市北区鹿田町二丁目５番１号鹿   田

所      在      地 学    校    名

００３ 岡 山 大 学

縮尺 １：２,０００

０３３２

学 校 番 号 作 成 年 度

5010 300 100m

Hall
Fukutake

P(74台)

SR10-1
SR10-1

昭55 SR11-1

昭62 SR7-1

平元 SR8-1 6933㎡

平20 SR8 SR8

平14 SR11-1 平19 SR11-1

平15 SR8-1

平28 SR7-1 13237㎡

平27 SR7

Ｓ

昭44 RS1 672㎡
S1 396㎡

445㎡ボイラー室
(062)

平27
548㎡

R3

101㎡

17544㎡

P(32台)

平24 SR5 11837㎡

25074㎡

平成29度

P(4台)

P(56台)

岡山大学（鹿田他）特殊建築物等定期調査業務　調査建物配置図

：調査対象建物



水

昭41 R3 1315㎡

(016)附中体育館

昭58 R2 2674㎡

テニスコ－ト

2.3ｍ

5.
6
5ｍ

市　　道

Ｐ
(
8台

) 平20 R3 5252㎡

Ｐ
(2
0
台

)

（二種住専）

(030)附中屋外運動場附属施設
昭55 R1 51㎡

(032)附属中学校校舎

8.4ｍ

1325㎡

(039)

民　有　地

Ｐ(47台)

体育館

プール

平6 R1 95㎡

5.
8
m

6.
0m

東　山

(035)附小屋外運動場附属施設

民　有　地

平25 S1 35㎡

民　有　地

2.0ｍ

(027)附属幼稚園

市
　

道

バスケットコート

遊具広場

(036)附属幼稚園保健室

テニスコ－ト

駐車場

(006)

市　　道

平9 S1 10㎡
昭48 R1 878㎡

プール

9.4ｍ(034)

昭56 R4 1649㎡

運　動　場

昭58　R2　530㎡

中学校校舎 平21 R3 2014㎡

(038)売店

(028) 東山宿舎

3.0ｍ

Ｐ(26台)

(037)小学校校舎

教師教育開発センター
東山ブランチ

３０ ５０ｍ４０

所      在      地 学 校 番 号

夏季主風向

０ １０ ２０

学    校    名団  地  名団 地 番 号 作 成 年 度

岡山市中区
００４ ０３３２ 岡 山 大 学東山（一）

東山二丁目１３番８０号

岡山大学東山（一）団地配置図　　縮尺１：１，５００

冬季主風向

Ｎ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

(014)中学校校舎 昭41 RS2 884㎡

平26 RS1

プ－ル
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平成29年度

未壊

岡山大学（鹿田他）特殊建築物等定期調査業務　調査建物配置図
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昭45
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(046) 温室１
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温室６

(007) 1153㎡
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(038)種子庫

２号館
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) 収
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(041) ＲＩ有機廃液焼却室
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(052) 植物育成試験室１

(049) 温室４
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土壌水分調節装置
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平11 R1 100㎡

(048) 温室３

平5　R3

研究棟
昭40 R2

研究棟
(026)

(053) 植物育成試験室２

平23 S1 68㎡

昭40　
S1　

310㎡

(044) 温室準備室１

１号館
研究棟

平27 R3 2365㎡

(055)
植物科学研究棟

Ｐ(30台)

Ｐ
(
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台
)

10 100m400 5020 30

図書館

３号館

書庫

Ｎ

冬季主風向

夏季主風向

縮 尺  １ ： １ ， ２ ０ ０岡 山 大 学 倉 敷 団 地 配 置 図

００５ 倉　　敷

作 成 年 度

岡 山 大 学０３３２倉敷市中央二丁目２０番１号

学    校    名学 校 番 号所      在      地団  地  名団 地 番 号

Ｓ

Ｓ

Ｓ

昭57　B1,S1　99㎡
(039) 隔離温室

畑

平成29年度

附属図書館
資源植物科学研究所
分館（史料館）

(027)ＲＩ施設・研究棟４号館

昭51　R1　90㎡
(036) 研究棟５号館

(028) 講義棟

岡 山 大 学 （ 鹿 田 他 ） 特 殊 建 築 物 等 定 期 調 査 業 務 　 調 査 建 物 配 置 図

：調査対象建物



縮 尺  １ ： １ ， ２ ０ ０

夏季主風向

岡 山 大 学

冬季主風向

岡 山 大 学 三 朝 団 地 配 置 図

Ｎ

作 成 年 度

０３３２

学 校 番 号所      在      地 学    校    名

００６ 鳥取県東伯郡三朝町山田８２７三　　朝

団  地  名団 地 番 号

県道　倉吉鹿野線
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至　三朝町

至　倉吉

400 10 100m503020

(026) 資料庫

(035) 車庫
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昭42　R5　4070㎡

昭42～55　R3　2740㎡

昭43　W1　46㎡
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Ｐ(49台)

昭61　S1　16㎡
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Ｓ

Ｓ
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Ｓ
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Ｓ

(014) 洗濯場
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平成29年度

(041)第３研究棟
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(034)第３研究棟

(031)惑星物質研究所研究棟
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：調査対象建物

岡山大学（鹿田他）特殊建築物等定期調査業務　調査建物配置図

作 成 年 度

平成29年度
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岡 山 大 学
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教育施設研究所 株式会社

広 島 

ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　 ＆　 ＯＦＦＩＣＥ　ＢＲＡＮＣＨ ＡＰＰＲ．ＢＹ ＣＨＫＤ．ＢＹ ＤＲＡＷＮ　ＢＹ ＤＲＡＷＩＮＧ　ＴＩＴＬＥ ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

ＤＲＡＷＩＮＧ　ＮＯ．

1/100

Ｄ
立　面　図　Ｎo.１

南 立 面 図　　　1/100

増築 既存

岡山大学施設企画部 担当課長 担当主査 担当係長施設企画部長

工事名称

担　当

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

凡　例

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

H

I

J

K

アルミ製笠木 （既製品）

タテ目地

打継目地

Ｄ

Ｆ

Ｅ

Ｇ 縦樋：ステンレス

Ａ

岡山大学（鹿田）総合研究棟(医学系)新営工事 岡山大学(鹿田)総合研究棟新営(医学系)設計業務

Ｂ

18

アルミパネルt=2.0

外 装　Ａ

目隠しルーバー （アルミ既製品）

外 装　Ｂ

外 装　Ｃ

I

Ｃ

Ｃ

凡　例

増築 既存

斜線部分既存を示す増築側を示す

非常進入口シール貼り

１８　　７

≦20ｍ ≦40ｍ ≦40ｍ ≦20ｍ

p58p77ht
タイプライターテキスト
003-142参考図



教育施設研究所 株式会社

広 島 

ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　 ＆　 ＯＦＦＩＣＥ　ＢＲＡＮＣＨ ＡＰＰＲ．ＢＹ ＣＨＫＤ．ＢＹ ＤＲＡＷＮ　ＢＹ ＤＲＡＷＩＮＧ　ＴＩＴＬＥ ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

ＤＲＡＷＩＮＧ　ＮＯ．

1/100

Ｄ
立　面　図　Ｎo.２

東 立 面 図(既存)　　　1/100

凡　例

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

H

I

J

K

西 立 面 図　　　1/100

Ａ

Ａ

Ａ

岡山大学施設企画部 担当課長 担当主査 担当係長施設企画部長

工事名称

担　当

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

外壁面

500

アルミ製笠木 （既製品）

タテ目地

打継目地

100

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ａ

Ａ

Ｇ 縦樋：ステンレス

Ｇ

岡山大学（鹿田）総合研究棟(医学系)新営工事 岡山大学(鹿田)総合研究棟新営(医学系)設計業務

Ｂ

Ｘ１通外壁 Ｂ

19

アルミパネルt=2.0

H

Ａ

目隠しルーバー （アルミ既製品）

外 装　Ａ

外 装　Ｂ

外 装　Ｃ

I

I

Ｂ Ｂ J J

磁器質タイル張り（１００角）

F

Ａ

アルミ製ガラリ（アルミサッシ）

Ｋ

Ｋ

Ｋ

凡　例

増築 既存

斜線部分既存を示す増築側を示す

１８　　７

≦20ｍ ≦40ｍ ≦40ｍ
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既存 増築

Ａ

Ａ

凡　例

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

H

I

J

K

アルミ製笠木 （既製品）

タテ目地

打継目地

Ｇ 縦樋：ステンレス

Ｄ

Ｆ

Ｅ

Ａ

Ｂ

アルミパネルt=2.0

H

凡　例

外 装　Ａ

目隠しルーバー （アルミ既製品）

外 装　Ｂ

外 装　Ｃ

磁器質タイル（100角張り）

Ｂ

I

I

ＪＪ

斜線部分既存を示す 増築側を示す

非常進入口シール貼り

１８　　７

≦20ｍ ≦40ｍ≦40ｍ

教育施設研究所 株式会社

広 島 

岡山大学施設企画部
ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ　 ＆　 ＯＦＦＩＣＥ　ＢＲＡＮＣＨ ＡＰＰＲ．ＢＹ ＣＨＫＤ．ＢＹ ＤＲＡＷＮ　ＢＹ ＤＲＡＷＩＮＧ　ＴＩＴＬＥ ＳＣＡＬＥ

ＤＡＴＥ

ＤＲＡＷＩＮＧ　ＮＯ．

1/100

Ｄ
立　面　図　Ｎo.３

北 立 面 図　　　1/100

担当課長 担当主査 担当係長施設企画部長

工事名称

担　当

岡山大学（鹿田）総合研究棟(医学系)新営工事 岡山大学(鹿田)総合研究棟新営(医学系)設計業務
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図面名称

小庇：コンクリート直均し仕上げ　防水形複層塗材　Ｅ

玄関庇：アルミハニカムパネル（フッ素樹脂焼付塗装）

フッ素樹脂塗装鋼板

コンクリート打放し素地防水型複層塗材Ｅ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ 磁器質タイル張り

Ｍ

Ｉ

Ｈ

Ｇ

Ｆ

凡　例

Ｙ１

▽１ＦＬ

▽２ＦＬ

▽３ＦＬ

Ｍ

ステンレス（Ｈ．Ｌ仕上げ）

鉄骨溶融亜鉛メッキ（Ａ種）

ファイバーグレーチング

スロープ手摺：ステンレス製

化粧目地

アルミパネル　ｔ＝２．０

アルミ笠木

打ち継ぎ目地

御影石

Ｓ

Ｑ

Ｐ

Ｏ

Ｎ

Ｂ

Ｙ２

Ｇ

Ｇ

東側立面図　Ｓ＝1/100

Ｙ３

Ｑ

Ｇ

Ｙ４

Ｇ

Ｙ５

Ｄ

Ｂ

Ｑ

Ａ

▽４ＦＬ

▽５ＦＬ

Ｅ
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Ａ
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▽８ＦＬ

▽ＲＦＬ

Ａ

Ｉ

Ｏ

Ｉ

Ｈ

Ｉ

Ｑ

Ｅ

Ａ

Ｈ

平成　　年　　月　　日

岡山大学（鹿田）総合教育研究棟新営設計業務

立面図（１）

　　年　　　月　　　

岡山大学（鹿田）総合教育研究棟新営その他工事

岡　山　大　学　施　設　部

平成

設計責任者

1:100

立面図（1）

14

Ａ－13

図面名称

縮尺

工事名称
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▽３ＦＬ
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南側立面図　Ｓ＝1/100
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丸川建築設計事務所
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１級建築士大臣登録第１８８５８６号

丸川真太郎

株式会社
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図面名称

Ｂ

▽２ＦＬ

▽１ＦＬ

Ａ

Ｑ

▽４ＦＬ

▽３ＦＬ

Ａ

Ｍ

西側立面図　Ｓ＝1/100

Ｈ
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